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条 例

次に掲げる条例を公布する。

令和４年６月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区条例第20号

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例

世田谷区条例第21号

世田谷区特別区税条例等の一部を改正す

る条例

世田谷区条例第22号

世田谷区地区計画等の区域内における建

築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例

世田谷区条例第23号

世田谷区立身近な広場条例の一部を改正

する条例

幼稚園教育職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例

幼稚園教育職員の給与に関する条例（平

成12年３月世田谷区条例第22号）の一部を

次のように改正する。

第17条第３項中「6,400円」を「16,000

円」に改める。

附 則

……………………………………

……

……………………………………

…………………………………

…………………………………

……………………………………

…………………

……………………………………

……………………………………

……

……

……

……………

……………

……………

……

……………………

……

……

……

……

……

……………

……………

……………………

……………………

……………………

………………………………

……………

……………

……………

…………………………

……………

……………

………………………………………

…………………………

……………………………

……………

…………………

………………………

……………………………

……………

………………………………………

…

…………………………

………………………………………

……………………

…

…………………

………………

…………………

………………………………………

………………………

令和４年７月20日 （第736号）

― 2―



世 田 谷 区 公 報

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の幼稚園教育職

員の給与に関する条例（以下「改正後の

条例」という。）の規定は、令和４年４

月１日以後の勤務に係る教員特殊業務手

当について適用し、同日前の勤務に係る

教員特殊業務手当については、なお従前

の例による。

（教員特殊業務手当の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合に

おいては、この条例による改正前の幼稚

園教育職員の給与に関する条例の規定に

基づいて支給された教員特殊業務手当は、

改正後の条例の規定による教員特殊業務

手当の内払とみなす。

世田谷区特別区税条例等の一部を改

正する条例

（世田谷区特別区税条例の一部改正）

第１条 世田谷区特別区税条例（昭和39年

12月世田谷区条例第74号）の一部を次の

ように改正する。

第15条第４項を次のように改める。

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係

る第24条第１項に規定する確定申告書

に特定配当等に係る所得の明細に関す

る事項その他地方税法施行規則（昭和

29年総理府令第23号。以下「施行規則」

という。）に定める事項の記載がある

ときは、当該特定配当等に係る所得の

金額については、適用しない。

第15条第６項を次のように改める。

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係

る第24条第１項に規定する確定申告書

に特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の明細に関する事項その他施行規則に

定める事項の記載があるときは、当該

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の

金額については、適用しない。

第20条第１項第２号中「（所得税法施

行令の一部を改正する政令（平成20年政

令第155号）附則第13条第２項の規定に

よりなおその効力を有するものとされる

改正前の所得税法施行令第217条第１項

第２号及び第３号に規定する民法法人を

含む。）」を削る。

第20条の３第１項中「特定配当等申告

書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告

書」を「確定申告書」に改め、同条第２

項中「申告書に係る年度分の」を「確定

申告書に係る年の末日の属する年度の翌

年度分の個人の」に改める。

第23条第１項ただし書中「所得税法第

２条第１項第33号の４に規定する源泉控

除対象配偶者」を「所得割の納税義務者

（前年の合計所得金額が900万円以下であ

るものに限る。）の法第314条の２第１項

第10号の２に規定する自己と生計を一に

する配偶者（前年の合計所得金額が95万

円以下であるものに限る。）で控除対象

配偶者に該当しないもの」に改める。

第24条第２項中「記載された事項」の

次に「（施行規則第２条の３第１項に規

定する事項を除く。）」を加える。

第24条の２の見出し中「扶養親族申告

書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項第３号中「前２号」を「前３号」

に改め、同号を同項第４号とし、同項中

第２号を第３号とし、第１号の次に次の

１号を加える。

所得割の納税義務者（合計所得金

額が1,000万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶

者（法第313条第３項に規定する青

色事業専従者に該当するもので同項

に規定する給与の支払を受けるもの

及び同条第４項に規定する事業専従

者に該当するものを除き、合計所得

金額が133万円以下であるものに限

る。次条第１項において同じ。）の

氏名

第24条の３の見出し中「扶養親族申告

書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項各号列記以外の部分中「扶養親

族（控除対象扶養親族」を「特定配偶者

（所得割の納税義務者（合計所得金額が

900万円以下であるものに限る。）の自己

と生計を一にする配偶者（退職手当等

（第36条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。）に係る

所得を有する者であって、合計所得金額

が95万円以下であるものに限る。）をい

う。第２号において同じ。）又は扶養親

族（控除対象扶養親族であって退職手当

等に係る所得を有しない者」に改め、同

項第３号中「前２号」を「前３号」に改

め、同号を同項第４号とし、同項中第２

号を第３号とし、第１号の次に次の１号

を加える。

特定配偶者の氏名

付則第３条の５の２第１項中「令和15

年度」を「令和20年度」に、「令和３年」

を「令和７年」に改める。

付則第８条第２項を次のように改める。

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法

第８条の４第２項に規定する特定上場

株式等の配当等（以下この項において

「特定上場株式等の配当等」という。）

に係る配当所得に係る部分は、区民税

の所得割の納税義務者が前年分の所得

税について特定上場株式等の配当等に

係る配当所得につき同条第１項の規定

の適用を受けた場合に限り、適用する。

付則第11条第３項中「、第37条の８又

は第37条の９」を「又は第37条の８」

に改める。

付則第14条の２第４項を次のように改

める。

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等

に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第24条第１項に規定する確定申告書

に前項後段の規定の適用を受けようと

する旨の記載があるときに限り、適用

する。

付則第14条の３第４項を次のように改

める。

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等

に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第24条第１項に規定する確定申告書

に前項後段の規定の適用を受けようと

する旨の記載があるときに限り、適用

する。

付則第14条の３第６項中「年の翌年の

４月１日の属する年度分の同条第４項の

条約適用配当等申告書」を「年分の所得

税に係る同条第４項の確定申告書」に改

め、「（条約適用配当等申告書にこれらの

記載がないことについてやむを得ない理

由があると区長が認めるときを含む。）」

を削る。

付則第18条中「。次条において「新型

コロナウイルス感染症特例法」という。」

を削る。

付則第19条を削る。

（世田谷区特別区税条例の一部を改正する

条例の一部改正）

第２条 世田谷区特別区税条例の一部を改

正する条例（令和３年６月世田谷区条例

第32号）の一部を次のように改正する。

第24条の３第１項の改正規定中「控除

対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満

の者」を「扶養親族（」の次に「年齢16

歳未満の者又は」を加え、「有しない者

を除く」を「有する者」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める日から施行

する。

次号及び第３号に掲げる規定以外の

規定 公布の日

第１条中世田谷区特別区税条例第24

条の２の見出し及び同条第１項の改正

規定、同条例第24条の３の見出し及び

同条第１項の改正規定、同条例付則第

３条の５の２第１項の改正規定、同条

例付則第11条第３項の改正規定、同条

例付則第18条の改正規定並びに同条例

付則第19条を削る改正規定、第２条の

規定並びに次条第１項及び第２項の規

定 令和５年１月１日

第１条中世田谷区特別区税条例第15

条第４項及び第６項の改正規定、同条

例第20条の３第１項及び第２項の改正

規定、同条例第23条第１項ただし書の

改正規定、同条例付則第８条第２項の

改正規定、同条例付則第14条の２第４

項の改正規定、同条例付則第14条の３

第４項の改正規定並びに同条第６項の

改正規定並びに次条第３項の規定 令

和６年１月１日

（区民税に関する経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後の世田

谷区特別区税条例（以下「新条例」とい

う。）第24条の２第１項の規定は、前条

第２号に掲げる規定の施行の日（以下

「２号施行日」という。）以後に支払を受

けるべき新条例第24条の２第１項に規定

する給与について提出する同項及び同条

第２項に規定する申告書について適用し、

２号施行日前に支払を受けるべき第１条

の規定による改正前の世田谷区特別区税

条例（以下「旧条例」という。）第24条

の２第１項に規定する給与について提出

した同項及び同条第２項に規定する申告

書については、なお従前の例による。

２ 新条例第24条の３第１項の規定は、２

令和４年７月20日 （第736号）
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号施行日以後に支払を受けるべき所得税

法（昭和40年法律第33号）第203条の６

第１項に規定する公的年金等（同法第203

条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下「公的年金等」という。）について

提出する新条例第24条の３第１項に規定

する申告書について適用し、２号施行日

前に支払を受けるべき公的年金等につい

て提出した旧条例第24条の３第１項に規

定する申告書については、なお従前の例

による。

３ 前条第３号に掲げる規定による改正後

の世田谷区特別区税条例の規定中個人の

区民税に関する部分は、令和６年度以後

の年度分の個人の区民税について適用し、

令和５年度分までの個人の区民税につい

ては、なお従前の例による。

世田谷区地区計画等の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例

世田谷区地区計画等の区域内における建

築物の制限に関する条例（昭和62年７月世

田谷区条例第34号）の一部を次のように改

正する。

別表第１の１の部に次のように加える。

別表第２東京都市計画北烏山二丁目北部

地区地区整備計画の部を次のように改める。

令和４年７月20日 （第736号）
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東京都市計画化

烏山二・三丁目

地区地区整備計

画区域

東京都市計画北烏山二・

三丁目地区地区計画の

区域のうち、地区整備

計画が定められた区域

東京都市計画放

射23号線沿道地

区地区整備計画

区域

東京都市計画放射23号

線沿道地区地区計画の

区域のうち、地区整備

計画が定められた区域

東
京

都

市
計

画

北
烏

山

二
丁

目

北
部

地

区
地

区

整
備

計

画

住
宅

団
地

地
区

次
に

掲
げ

る
用

途
の

建
築

物
以

外
の

も
の

法
別

表
第

２
（

い
）

項
第

３
号

に
規

定
す

る

共
同

住
宅

の
う

ち
、

各
住

戸
の

住
戸

専
用

部
分

の
床

面
積

が
3
0㎡

以
上

で
あ

る
も

の

法
別

表
第

２
（

い
）

項
第

６
号

に
規

定
す

る

老
人
ホ
ー
ム
、
保
育
所
、
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー

ム
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の

法
別

表
第

２
（

い
）

項
第

９
号

に
規

定
す

る

巡
査

派
出

所
、

公
衆

電
話

所
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
で

建
築

基
準

法
施

行
令

（
以

下
こ

の
部

に
お

い
て

「
施

行
令

」
と

い
う

。
）

第
13

0

条
の

４
で

定
め

る
公

益
上

必
要

な
建

築
物

法
別

表
第

２
（

は
）

項
第

５
号

に
規

定
す

る

店
舗

、
飲

食
店

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

用
途

に
供

す
る

も
の

の
う

ち
施

行
令

第
1
3
0
条

の
５

の
３

で
定

め
る

も
の

で
そ

の
用

途
に

供
す

る
部

分
の

床
面

積
の

合
計

が
5
0
0
㎡

以
内

の
も

の

（
３

階
以

上
の

部
分

を
そ

の
用

途
に

供
す

る
も

の
を

除
く

。）

か
ら

ま
で

に
掲

げ
る

用
途

に
係

る
建

築

物
に

附
属

す
る

も
の

（
施

行
令

第
1
3
0
条

の
５

の
５

で
定

め
る

も
の

を
除

く
。
）

1
0
分

の
1
5

1
0分

の
４

１
計

画
図

１
に

示
す

と
お

り
、

１
号

壁
面

線
に

つ
い

て
は

、
隣

地
境

界
線

又
は

道
路

境
界

線
か

ら
５

ｍ
。

た
だ

し
、

法
別

表
第

２
（

い
）

項
第

３
号

に
規

定
す

る
共

同
住

宅
に

あ
っ

て
は

、
高

さ
が

４
ｍ

以
下

の
部

分
に

つ
い

て
は

、
隣

地
境

界
線

か
ら

５
ｍ

又
は

道
路

境
界

線
か

ら
２

ｍ

２
計

画
図

法
別

表
第

２

（
い

）
項

第

９
号

に
規

定

す
る

巡
査

派

出
所

、
公

衆

電
話

所
そ

の

他
こ

れ
ら

に

類
す

る
も

の

で
、

施
行

令

第
1
3
0
条

の

４
に

定
め

る

公
益

上
必

要

な
建

築
物

35
ｍ

。
た

だ
し

、
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

当
該

部
分

か
ら

隣

地
境

界
線

又
は

前
面

道
路

の
反

対
側

の
境

界
線

ま
で

の
真

北
方

向
の

水
平

距
離

に
0
.

5
を

乗
じ

て
得

た
も

の
に

４
ｍ

を
加

え
た

も
の 計

画
図

１
に

示
す

１
号

壁
面

線
に

係
る

部
分

に
あ

っ
て

は
、

当
該

部
分

か
ら

隣
地

境
界

線
又

は
前

面
道

路
の

反
対

側
の

境
界

線
ま

で
の

水
平

距
離

に
1
.2
5
を

乗
じ

て
得

た
も

の
に

1
0
ｍ

を
加

え
た

も
の

計
画

図
１

に
示

す

３
号

壁
面

線
に

係
る

部
分

に
あ

っ
て

は
、

当
該

部
分

か
ら

隣
地

境
界

線
ま

で
の

水
平

距
離

に
1
.2
5
を

乗
じ
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１
に

示
す

と
お

り
、

２
号

壁
面

線
に

つ
い

て
は

、
計

画
図

２
に

示
す

北
烏

山
二

丁
目

公
園

の
境

界
線

又
は

隣
地

境
界

線
か

ら
５

ｍ

３
計

画
図

１
に

示
す

と
お

り
、

３
号

壁
面

線
に

つ
い

て
は

、
隣

地
境

界
線

か
ら

５
ｍ

４
計

画
図

１
に

示
す

と
お

り
、

４
号

壁
面

線
に

つ
い

て
は

、
地

区
計

画
境

界
線

か
ら

５
ｍ

。
た

だ
し

、
法

別
表

第
２

（
い

）
項

第
３

号
に

規
定

す
る

共
同

住
宅

に
あ

っ
て

は
、

高
さ

が
４

ｍ
以

下
の

部
分

に
つ

い
て

は
、

地
区

計
画

境
界

線
か

ら
２

て
得

た
も

の
に

1
0
ｍ

を
加

え
た

も
の

計
画

図
１

に
示

す

４
号

壁
面

線
に

係
る

部
分

に
あ

っ
て

は
、

当
該

部
分

か
ら

地
区

計
画

境
界

線
ま

で
の

水
平

距
離

に
1.
2
5
を

乗
じ

て
得

た
も

の
に

17
.5
ｍ

を
加

え
た

も

の
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ｍ

住
宅

団
地

周
辺

地
区

次
に

掲
げ

る
用

途
の

建
築

物
の

う
ち

、
住

戸
専

用
部

分
の

床
面

積
が

2
5㎡

未
満

の
住

戸
を

有
す

る
も

の

法
別

表
第

２
（

い
）

項
第

１
号

に
規

定
す

る

住
宅 法

別
表

第
２

（
い

）
項

第
２

号
に

規
定

す
る

住
宅

で
事

務
所

、
店

舗
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
用
途
を

兼
ね

る
も
の

の
う

ち
、
施
行
令

第
1
30

条
の

３
で

定
め

る
も

の

法
別

表
第

２
（

い
）

項
第

３
号

に
規

定
す

る

共
同

住
宅

隣
地

境
界

線

か
ら

0.
5
ｍ

3
5ｍ

東
京

都

市
計

画

北
烏

山

二
・

三

丁
目

地

区
地

区

整
備

計

画

住
宅

地
区

法
別

表
第

２
（

い
）

項
第

３
号

に
規

定
す

る
共

同
住

宅
の

う
ち

、
住

戸
専

用
部

分
の

床
面

積
が

2
5㎡

未
満

の
住

戸
を

有
す

る
も

の

10
分

の
20

1
0
分

の
５

１
計

画
図

３
に

示
す

と
お

り
、

１
号

壁
面

線
に

つ
い

て
は

、
敷

地
境

界
線

か
ら

５
ｍ

２
計

画
図

３
に

示
す

と
お

り
、

２
号

壁
面

線
に

つ
い

て
は

、
当

該
敷

地
の

反
対

側
の

水
路

境
界

線
か

ら
５

ｍ

３
計

画
図

３
に

示
す

と
お

り
、

３
号

壁
面

線
に

つ
い

て
は

、
道

路
境

界
線

か
ら

３
ｍ

４
計

画
図

３
に

示
す

と
お

り
、

１
バ

ス
停

留
所

の
上

屋

２
計

画
図

２
に

示
す

歩
行

者
通

路
、

歩
道

状
空

地
及

び
緑

地
を

除
い

た
部

分
に

設
置

す
る

公
衆

便
所

、
防

災
倉

庫
そ

の
他

公
益

上
又

は
防

災
上

壁
面

の
位

置
の

適
用

を
除

外
す

る
こ

と
が

や
む

を
得

な
い

平
屋

建
て

の
建

築
物

3
5ｍ

。
た

だ
し

、
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

当
該

部
分

か
ら

計

画
図

３
に

示
す

全
方

位
斜

線
に

お
け

る
境

界
線
（
敷
地
境
界
線
、

都
市

計
画

道
路

計
画

線
、

道
路

の
反

対
側

の
境

界
線

、
水

路
の

反
対

側
の

境
界

線
等

（
以

下
こ

の
部

に
お

い
て

「
敷

地
境

界
線

等
」

と
い

う
。
））

ま

で
の

水
平

距
離

に
1
.

25
を

乗
じ

た
も

の
に

10
ｍ

を
加

え
た

も
の

当
該

部
分

か
ら

計

画
図

３
に

示
す

北
側

斜
線

に
お

け
る

敷
地

境
界

線
等

ま
で

の
真

北
方

向
の

水
平

距
離

に
0.
5
を

乗
じ

た
も

の
に

４
ｍ

を
加

え
た

も
の

軒
、

ひ

さ
し

、

手
す
り
、

戸
袋

、

出
窓

、

階
段

、

か
ら

ぼ

り
（

ド

ラ
イ

エ

リ
ア

）

そ
の

他

こ
れ

ら

に
類

す

る
も

の

が
、

壁

面
の

位

置
の

制

限
の

規

定
に

よ

り
建

築

物
の

外

壁
又

は

こ
れ

に

代
わ

る

柱
を

設

け
る

こ

と
が

で

き
な

い

こ
と

と

な
る

敷

甲
州

街
道

沿
道

地
区

１
法

別
表

第
２

（
い

）
項

第
３

号
に

規
定

す
る

共

同
住

宅
の

う
ち

、
住

戸
専

用
部

分
の

床
面

積
が

25

㎡
未

満
の

住
戸

を
有

す
る

も
の

２
法
別
表
第
２
（
ほ
）
項
第
２
号
に
規
定
す
る
マ
ー

10
分

の
30

4
5ｍ

。
た

だ
し

、
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。
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ジ
ャ

ン
屋

、
ぱ

ち
ん

こ
屋

、
射

的
場

、
勝

馬
投

票

券
発

売
所

、
場

外
車

券
売

場
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類

す
る

も
の

３
法

別
表

第
２

（
へ

）
項

第
３

号
に

規
定

す
る

ナ

イ
ト

ク
ラ

ブ
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

政
令

で
定

め

る
も

の

４
号

壁
面

線
に

つ
い

て
は

、
区

画
道

路
境

界
線

又
は

都
市

計
画

道
路

計
画

線
か

ら
３

ｍ

５
計

画
図

３
に

示
す

と
お

り
、

５
号

壁
面

線
に

つ
い

て
は

、
区

画
道

路
境

界
線

か
ら

１
ｍ

６
計

画
図

２
及

び
計

画
図

３
に

示
す

と
お

り
、

６
号

壁
面

線
に

つ
い
て
は
、

歩
行

者
通

路
境

界
線

か
ら

１
ｍ

当
該

部
分

か
ら

計

画
図

３
に

示
す

全
方

位
斜

線
に

お
け

る
敷

地
境

界
線

等
ま

で
の

水
平

距
離

に
1.
2
5
を

乗
じ

た
も

の
に

1
0
ｍ

を
加

え
た

も
の

当
該

部
分

か
ら

計

画
図

３
に

示
す

北
側

斜
線

に
お

け
る

敷
地

境
界

線
等

ま
で

の
真

北
方

向
の

水
平

距
離

に
0.
5
を

乗
じ

た
も

の
に

４
ｍ

を
加

え
た

も
の

地
の

部

分
に

突

出
す

る

形
状

東
京

都

市
計

画

放
射

2
3

号
線

沿

道
地

区

地
区

整

備
計

画

幹
線

沿
道

地
区

１
風

俗
営

業
等

の
規

制
及

び
業

務
の

適
正

化
等

に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
１

項
各

号
、

第
６

項
各

号

又
は

第
９

項
に

該
当

す
る

営
業

の
用

に
供

す
る

も

の

２
法

別
表

第
２

（
ほ

）
項

第
２

号
に

規
定

す
る

射

的
場

、
勝

馬
投

票
券

発
売

場
外

車
券

売
場

そ
の

他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の

３
法

別
表

第
２

（
へ

）
項

第
３

号
に

規
定

す
る

ナ

イ
ト

ク
ラ

ブ
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

政
令

で
定

め

る
も

の

４
法

別
表

第
２

（
へ

）
項

第
５

号
に

規
定

す
る

倉

庫
業

を
営

む
倉

庫

５
法

別
表

第
２

（
と

）
項

第
４

号
に

規
定

す
る

同

表
（

る
）

項
第

１
号

か
ら

ま
で

、
又

の

物
品

の
貯

蔵
又

は
処

理
に

供
す

る
も

の
で

政
令

で

定
め

る
も

の
住

商
協

調
地

区
2
8ｍ
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住
宅

地
区

Ａ
1
9ｍ

住
宅

地
区

Ｂ
1
6ｍ

東
京

都

市
計

画

世
田

谷

西
部

地

域
大

蔵

・
岡

本

・
鎌

田

・
瀬

田

地
区

地

区
整

備

計
画

住
宅

地
区

10
分

の
８

。

た
だ

し
、

次

の
場

合
は

、

こ
の

限
り

で

な
い

。

建
築

物
の

敷

地
に

接

す
る

区

画
道

路

（
計

画

書
に

示

す
区

画

道
路

を

い
う

。

以
下

こ

の
項

に

お
い

て

同
じ

。
）

又
は

都

市
計

画

道
路

（

都
市

計

画
法

第

1
1
条

第

１
項

の

規
定

に

よ
り

都

市
計

画

施
設

と

し
て

定

め
ら

れ

た
道

路

を
い
う
。

以
下

こ

の
項

に

お
い

て

同
じ

。
）

の
部

分

（
建

築

物
の

敷

1
0
分
の

４
。

た
だ

し
、

次

の
場

合
は

、

こ
の

限
り

で

な
い

。

建
築

物
の

敷

地
に

接

す
る

区

画
道

路

又
は

都

市
計

画

道
路

の

部
分

が

道
路

と

し
て

整

備
さ

れ

た
当

該

敷
地

に

建
築

す

る
場
合

道
路

の
築

造

を
伴

う

開
発

行

為
に

つ

い
て

、

工
事

完

了
の

公

告
の
あ

っ
た

区

域
に

建

築
す

る

場
合 土

地

図
画

整

理
事

業

の
認

可

等
の

公

告
の

あ

っ
た

区

10
0
㎡

｡
た

だ
し

､
次

の
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

｡

建
築

物
の

敷

地
に

接
す

る
区

画
道

路
又

は
都

市
計

画
道

路
の

部
分

が
道

路
と

し
て

整
備

さ
れ

た
当

該
敷

地
に

建
築

す
る

場
合

道
路

の
築

造

を
伴

う
開

発
行

為
に

つ
い

て
、

工
事

完
了

の
公

告
の

あ
っ

た
区

域
に

建
築

す
る

場
合 土

地
区

画
整

理
事

業
の

認
可

等
の
公
告
の
あ
っ

た
区

域
に

建
築

す
る

場
合

（
建

築
物

の
敷

地
が

土
地

区
画

整
理

道
路

に
接

す
る

場
合

又
は

当
該

敷
地

内
に

土
地

区
画

整
理

道
路

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
区

長
が

交
通

上
、

安
全

上
、

防
火

上
及

び
衛

生
上

支
障

が
な

い
と

認
め

た
建

築
物

を
建

築
す

る
と

き
に

限
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

敷
地

の
う

ち
土

地
区
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地
が

２

以
上

の

区
画

道

路
及

び

都
市

計

画
道

路

に
接

す

る
場

合

は
、

そ

れ
ぞ

れ

の
区

画

道
路

及

び
都

市

計
画

道

路
の

部

分
と

す

る
。

以

下
こ

の

項
に

お

い
て

同

じ
。
）

が
道

路

と
し

て

整
備

さ

れ
た

当

該
敷

地

に
建

築

す
る

場

合

道
路

の
築

造

を
伴

う

開
発

行

為
に

つ

い
て

、

都
市

計

画
法

第

3
6
条

第

３
項

の

規
定

に

よ
る

工

事
が

完

了
し

た

旨
の

公

域
に

建

築
す

る

場
合

（

建
築

物

の
敷

地

が
土

地

区
画

整

理
道

路

に
接

す

る
場

合

又
は

当

該
敷

地

内
に

土

地
区

画

整
理

道

路
が

あ

る
場

合

に
お

い

て
は

、

区
長

が

交
通
上
、

安
全
上
、

防
火

上

及
び

衛

生
上

支

障
が

な

い
と

認

め
た

建

築
物

を

建
築

す

る
と

き

に
限
る
。

こ
の

場

合
に

お

い
て

、

当
該

敷

地
の

う

ち
土

地

区
画

整

理
道

路

に
係

る

部
分

の

面
積
は
、

敷
地

面

画
整

理
道

路
に

係
る

部
分

の
面

積
は

、
敷

地
面

積
又

は
敷

地
の

部
分

の
面

積
に

算
入

し
な

い
も

の
と

す
る

。
）
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告
（

以

下
こ

の

項
に

お

い
て

「

工
事

完

了
の

公

告
」

と

い
う

。
）

の
あ

っ

た
区

域

に
建

築

す
る

場

合

次
の

公
告

の

あ
っ

た

区
域

（

以
下

こ

の
項

に

お
い

て

「
土

地

区
画

整

理
事

業

の
認

可

等
の

公

告
の

あ

っ
た

区

域
」

と

い
う

。
）

に
建

築

す
る

場

合
（

建

築
物

の

敷
地

が

当
該

区

域
に

係

積
又

は

敷
地

の

部
分

の

面
積

に

算
入

し

な
い

も

の
と

す

る
。
）

る
事

業

計
画

に

定
め

ら

れ
た

公

共
施

設

と
し

て

の
道

路

（
以

下
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こ
の

項

に
お

い

て
「

土

地
区

画

整
理

道

路
」

と

い
う

。
）

に
接

す

る
場

合

又
は

当

該
敷

地

内
に

土

地
区

画

整
理

道

路
が

あ

る
場

合

に
お

い

て
は

、

区
長

が

交
通
上
、

安
全
上
、

防
火

上

及
び

衛

生
上

支

障
が

な

い
と

認

め
た

建

築
物

を

建
築

す

る
と

き

に
限
る
。

こ
の

場

合
に

お

い
て

、

当
該

敷

地
の

う

ち
土

地

区
画

整

理
道

路

に
係

る

部
分

の

面
積
は
、

敷
地

面

積
又

は
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敷
地

の

部
分

の

面
積

に

算
入

し

な
い

も

の
と

す

る
。）

ア
土

地
区

画
整

理
法

第
９

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

土
地

区
画

整
理

事
業

の
施
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10
条
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定
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て
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可
の

公
告
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イ
土

地
区

画
整

理
法

第
2
1

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

土
地

区
画

整
理

組
合

の
設

立
に

つ
い

て
の

認
可

の
公

告
及

び
同

法
第

39
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
事

業
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

の
認

可
の

公
告

ウ
土

地
区

画
整

理
法

第
5
1

条
の

９
第
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３
項

の
規

定
に

よ
る

土
地

区
画

整
理

事
業

の
施

行
に

つ
い

て
の

認
可

の
公

告
及

び
同

法
第

51
条

の
1
0

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
事

業
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

の
認

可
の

公
告

エ
土

地
区

画
整

理
法

第
5
5

条
第

９
項

及
び

第
6
9

条
第

７
項

の
規
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定
に

よ
る

事
業

計
画
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定
の
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告
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に
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3

項
及

び
第
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条

第
1
0

項
の

規
定

に
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別表第５東京都市計画鎌田一丁目地区地

区整備計画の項の次に次のように加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

世田谷区立身近な広場条例の一部を

改正する条例

世田谷区立身近な広場条例（平成７年３

月世田谷区条例第19号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１の２の部世田谷区立桜上水三丁

目広場の項の次に次のように加える。

附 則

この条例は、令和４年７月31日から施行

する。

規 則

次に掲げる規則を公布する。

令和４年６月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第67号

世田谷区電子計算組織の運営に関する規

則の一部を改正する規則

世田谷区規則第68号

世田谷区みどりの基本条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区電子計算組織の運営に関す

る規則の一部を改正する規則

世田谷区電子計算組織の運営に関する規

則（平成16年４月世田谷区規則第47号）の

一部を次のように改正する。

目次中「世田谷区情報システム推進委員

会」を「世田谷区情報セキュリティ委員会」

に改める。

第５条第３項中第２号を削り、第３号を

第２号とし、第４号から第８号までを１号

ずつ繰り上げる。

第５条の２第３項第２号中「前号」を

「前２号」に改め、同号を同項第３号とし、

同項第１号の次に次の１号を加える。

世田谷区情報セキュリティ委員会の

運営に関すること。

第11条第３項本文中「及び世田谷区情報

令和４年７月20日 （第736号）
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「

別表第３中 を

」

東京都市計画世田谷

西部地域宇奈根地区

地区整備計画

東京都市計画世田谷

西部地域大蔵・岡本・

鎌田・瀬田地区地区

整備計画

「

に改める。

」

東京都市計画世田谷

西部地域宇奈根地区

地区整備計画

東京都市計画北烏山二・

三丁目地区地区整備計画

区域

地区整備計画

の区域

世田谷区立シモキ

タ雨庭広場

東京都世田谷区代沢

五丁目34番11号

並
び

に
同

条
第

15
項

の
規

定
に

よ
る

施
行

規
程

及
び

事
業

計
画

の
変

更
の

認
可

の
公

告

補
助

2
1
6
号

線
沿

道
地

区

10
0
㎡

1
5ｍ
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システム推進委員会」を「又は庁議（世田

谷区庁議規則（昭和54年８月世田谷区規則

第47号）第１条の庁議をいう。）その他の

区の重要施策に係る会議」に改め、同項た

だし書中「世田谷区情報システム推進委員

会の意見を聴いて」を削り、同条第４項を

削る。

第４章の章名を次のように改める。

第４章 世田谷区情報セキュリティ

委員会

第14条を次のように改める。

（世田谷区情報セキュリティ委員会の設置）

第14条 区の情報セキュリティ対策を総合

的に実施するため、世田谷区情報セキュ

リティ委員会を置く。

２ 世田谷区情報セキュリティ委員会の運

営に関し必要な事項は、統括情報化責任

者が別に定める。

第15条、第18条、第19条第１項及び第３

項並びに第20条第１項及び第２項中「世田

谷区情報システム推進委員会」を「世田谷

区情報セキュリティ委員会」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区みどりの基本条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区みどりの基本条例施行規則（平

成17年４月世田谷区規則第77号）の一部を

次のように改正する。

第20条第１項第１号及び第２号中「第85

条第５項又は第６項」を「第85条第６項又

は第７項」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

次に掲げる規則を公布する。

令和４年６月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第69号

世田谷区組織規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第70号

世田谷区特別区税条例施行規則の一部を

改正する規則

世田谷区規則第71号

世田谷区立千歳温水プール条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区規則第72号

世田谷区教育・保育給付認定及び施設等

利用給付認定並びに保育所等の利用調整

等に関する条例の施行等に関する規則の

一部を改正する規則

世田谷区規則第73号

世田谷区狂犬病予防法施行規則の一部を

改正する規則

世田谷区規則第74号

世田谷区風景づくり条例施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区規則第75号

世田谷区私道整備及び私道排水設備の助

成に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

世田谷区組織規則の一部を改正する

規則

世田谷区組織規則（平成３年３月世田谷

区規則第７号）の一部を次のように改正す

る。

第23条の表子ども家庭課の部子ども・子

育て支援担当係長の項第９号中「子ども医

療・手当係」を「課内他の係等」に改め、

同部に次のように加える。

子育て世帯特別給付金担当係長

子育て世帯特別給付金の給付に

関すること。

附 則

この規則は、令和４年７月１日から施行

する。

世田谷区特別区税条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区特別区税条例施行規則（昭和40

年３月世田谷区規則第15号）の一部を次の

ように改正する。

第６号の10様式を次のように改める。

様式省略

附 則

１ この規則は、令和４年７月１日から施

行する。

２ この規則による改正前の世田谷区特別

区税条例施行規則（以下「改正前の規則」

という。）の規定に基づき作成された様

式であって、令和４年４月１日から同年

６月30日までの間に提出されたものにつ

いては、この規則による改正後の世田谷

区特別区税条例施行規則の規定に基づき

作成された様式とみなす。

３ この規則の施行の際、改正前の規則の

規定に基づき作成された様式の用紙で現

に残存するものは、当分の間、修正して

使用することができる。

世田谷区立千歳温水プール条例施行

規則の一部を改正する規則

世田谷区立千歳温水プール条例施行規則

（平成20年３月世田谷区規則第51号）の一

部を次のように改正する。

別表第１温水プール（25メートルプール

に限る。）の項中「午後６時30分から午後

８時30分まで」を「午後６時から午後８時

まで」に改める。

附 則

この規則は、令和４年９月１日から施行

する。

世田谷区教育・保育給付認定及び施

設等利用給付認定並びに保育所等の

利用調整等に関する条例の施行等に

関する規則の一部を改正する規則

世田谷区教育・保育給付認定及び施設等

利用給付認定並びに保育所等の利用調整等

に関する条例の施行等に関する規則（平成

27年２月世田谷区規則第５号）の一部を次

のように改正する。

別表第２の３の項中「が、保育をするこ

とができない」を削り、同表中５の項を削

り、６の項を５の項とし、７の項を６の項

とし、８の項から12の項までを削り、13の

項を７の項とし、14の項を８の項とし、15

の項を９の項とし、同表の16の項中「＋10」

を「＋15」に改め、同項を同表の10の項と

し、同表中17の項を11の項とし、18の項を

12の項とし、同項の次に次のように加える。

別表第２中19の項及び20の項を削り、21

の項を15の項とし、22の項から26の項まで

を６項ずつ繰り上げ、27の項を削り、28の

項を21の項とし、29の項を22の項とし、30

の項を23の項とし、同表備考第３項中「18

の項」を「12の項」に改め、同表備考第５

項を削り、同表備考第６項中「６の項」を

「５の項」に改め、同項を同表備考第５項

とし、同表備考第７項中「６の項」を「５

の項」に改め、同項を同表備考第６項とし、

同表備考第８項中「６の項及び７の項」を

「５の項及び６の項」に改め、同項を同表

備考第７項とし、同表備考第９項中「７の

項」を「６の項」に改め、同項を同表備考

第８項とし、同表備考第10項を削り、同表

備考第11項中「13の項」を「７の項」に改

め、同項を同表備考第９項とし、同表備考

第12項中「13の項及び14の項」を「７の項

及び８の項」に改め、同項を同表備考第10

項とし、同表備考第13項中「16の項」を

「10の項」に改め、同項を同表備考第11項

とし、同表備考第14項中「17の項」を「11

の項」に改め、同項を同表備考第12項とし、

同表備考第15項中「17の項及び26の項」を

「11の項及び20の項」に改め、同項を同表

備考第13項とし、同表備考第16項中「20の

項から22の項まで」を「14の項から16の項

まで」に改め、同項を同表備考第14項とし、

同表備考第17項中「20の項から22の項まで」

を「14の項から16の項まで」に改め、同項

を同表備考第15項とし、同表備考第18項中

「20の項から22の項まで」を「14の項から

16の項まで」に改め、同項を同表備考第16

項とし、同表備考第19項中「20の項から23

の項まで及び25の項又は26の項」を「14の

項から17の項まで、19の項及び20の項」に

改め、同項を同表備考第17項とし、同表備

考第20項中「21の項」を「15の項」に改め、

同項を同表備考第18項とし、同表備考中第

21項を第19項とし、第22項を第20項とし、

第23項を第21項とする。

別表第３第１段階の項中「26の項」を

「20の項」に改める。

附 則

この規則は、令和４年９月１日から施行

する。

令和４年７月20日 （第736号）
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13 保育所等の利用の

開始を希望する月

に申込児（転園を

希望する者を含む。）

の兄弟姉妹（保育

所等の利用を終了

する予定のある者

を除く。）が保育

所等を現に利用し、

又は当該兄弟姉妹

について保育所等

の利用を申し込ん

でいる場合

申込児が

多胎児の

場合

＋６

上記以外

の場合

＋５

14 申込児を認可外保育施設に有

償で預けることを常態とする

場合

＋６
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世田谷区狂犬病予防法施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区狂犬病予防法施行規則（平成12

年３月世田谷区規則第65号）の一部を次の

ように改正する。

第２条第３項中「飼い犬の登録事項（所

在地・所有者氏名・所有者住所・所有者）

変更届」を「飼い犬の登録事項変更届」に

改め、同条に次の１項を加える。

４ 省令第16条の３の届出は、マイクロチッ

プ除去届（第３号の２様式）により行わ

なければならない。

第１号様式から第３号様式までを次のよ

うに改める。

様式省略

第３号様式の次に次の１様式を加える。

様式省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の世田谷区狂犬病予防法施行規則

の規定に基づき作成された様式の用紙で

現に残存するものは、当分の間、修正し

て使用することができる。

世田谷区風景づくり条例施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区風景づくり条例施行規則（平成

11年３月世田谷区規則第22号）の一部を次

のように改正する。

第18条第２項中「区域ごとに」を「区分

ごとに」に改める。

別表第１備考以外の部分を次のように改

める。

別表第１（第18条関係）

法第16条第１項第１号（建築物の建築等）

に係る届出を要しない建設行為等の規模

別表第２備考以外の部分を次のように改

める。

別表第２（第18条関係）

法第16条第１項第２号（工作物の建設等）

に係る届出を要しない建設行為等の規模

令和４年７月20日 （第736号）
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景観計区域内におい

て定められた区分

届出を要しない建

設行為等の規模

一般地域 低層住宅

系ゾーン

高さが10メートル

未満で、かつ、延

べ面積が1,500平

方メートル未満。

ただし、隣接する

道路等から容易に

望見することがで

きない建築物の建

築等及び望見した

ときに外観の変化

を確知することが

できない建築物の

建築等にあっては、

その規模にかかわ

らず、届出を要し

ないものとする。

住宅共存

系ゾーン

高さが15メートル

未満で、かつ、延

べ面積が1,500平

方メートル未満。

ただし、隣接する

道路等から容易に

望見することがで

きない建築物の建

築等及び望見した

ときに外観の変化

を確知することが

できない建築物の

建築等にあっては、

その規模にかかわ

らず、届出を要し

ないものとする。

商業系ゾ

ーン

高さが30メートル

未満で、かつ、延

べ面積が3,000平

方メートル未満。

ただし、隣接する

道路等から容易に

望見することがで

きない建築物の建

築等及び望見した

ときに外観の変化

を確知することが

できない建築物の

建築等にあっては、

その規模にかかわ

らず、届出を要し

ないものとする。

風景づく

り重点区

域

水と緑の

風景軸

見かけの高さが10

メートル未満で、

かつ、延べ面積が

500平方メートル

未満。ただし、隣

接する道路等若し

くは野川及び多摩

川の堤等から容易

に望見することが

できない建築物の

建築等並びに望見

したときに外観の

変化を確知するこ

とができない建築

物の建築等にあっ

ては、その規模に

かかわらず、届出

を要しないものと

する。

界わい形

成地区

隣接する道路等か

ら容易に望見する

ことができない建

築物の建築等及び

望見したときに外

観の変化を確知す

ることができない

建築物の建築等に

あっては、その規

模にかかわらず、

届出を要しないも

のとする。

景観計画区域内にお

いて定められた区分

届出を要しない建

設行為等の規模

一般地域 第18条第１項

第１号に掲げる

工作物にあって

は、高さが60メー

トル未満

第18条第１項

第２号及び第３

号に掲げる工作

物にあっては、

高さが60メート

ル未満で、かつ、

その占有する面

積が3,000平方

メートル未満

第18条第１項

第４号に掲げる

工作物にあって

は、工作物の建

設等を行う面積

が3,000平方メー

トル未満

第18条第１項

第５号に掲げる

工作物にあって

は、延長が10メー

トル未満

第18条第１項

第６号に掲げる

工作物にあって

は、橋桁下端か

らの高さが60メー

トル未満

風景づく

り重点区

域

水と緑の

風景軸

第18条第１項

第１号に掲げる

工作物にあって

は、見かけの高

さが10メートル

未満

第18条第１項

第２号及び第３

号に掲げる工作

物にあっては、

見かけの高さが

10メートル未満

で、かつ、その

占有する面積が

1,000平方メー

トル未満

第18条第１項

第４号に掲げる

工作物にあって

は、工作物の建

設等を行う面積

が1,000平方メー

トル未満

第18条第１項

第５号に掲げる

工作物にあって

は、延長が10メー

トル未満

第18条第１項

第６号に掲げる

工作物にあって

は、橋桁下端か

らの高さが10メー

トル未満
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別表第３から別表第６までを次のように

改める。

別表第３（第18条関係）

法第16条第１項第３号（開発行為）に係

る届出を要しない建設行為等の規模

別表第４（第18条関係）

条例第29条第２項第１号（土地の開墾、

土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形

質の変更）に係る届出を要しない建設行為

等の規模

別表第５（第18条関係）

条例第29条第２項第２号（木竹の伐採）

に係る届出を要しない建設行為等の規模

備考 この表において樹林地の面積には、

当該樹林地と連なる広がりをもった草地

等を含むものとする。

別表第６（第18条関係）

条例第29条第２項第３号（屋外における

土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆

積）に係る届出を要しない建設行為等の規

模

第15号様式第１面を次のように改める。

様式省略

第16号様式を次のように改める。

様式省略

第18号様式第１面を次のように改める。

様式省略

第18号の２様式を次のように改める。

様式省略

第18号の３様式第１面を次のように改め

る。

様式省略

第18号の４様式を次のように改める。

様式省略

附 則

１ この規則は、令和４年10月１日から施

行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の世田谷区風景づくり条例施行規

則の規定に基づき作成された様式の用紙

で現に残存するものは、当分の間、修正

して使用することができる。

世田谷区私道整備及び私道排水設備

の助成に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区私道整備及び私道排水設備の助

成に関する条例施行規則（平成２年３月世

田谷区規則第35号）の一部を次のように改

正する。

別表第２を次のように改める。

別表第２（第４条関係） （単位：円）

令和４年７月20日 （第736号）

― 19―

界わい形

成地区

第18条第１項

第１号に掲げる

工作物にあって

は、高さが60メー

トル未満

第18条第１項

第２号及び第３

号に掲げる工作

物（近隣商業地

域及び商業地域

以外に設置され

る自動車車庫等

（自動車、自動

二輪車、自転車

及び原動機付自

転車のためのも

の（戸建て住宅、

長屋、共同住宅

等に設置される

居住者用のもの

を除く。）に限

る。）並びに自

動販売機を除く。）

にあっては、高

さが60メートル

未満で、かつ、

その占有する面

積が3,000平方

メートル未満

第18条第１項

第４号に掲げる

工作物にあって

は、工作物の建

設等を行う面積

が3,000平方メー

トル未満

第18条第１項

第５号に掲げる

工作物にあって

は、全てのもの

第18条第１項

第６号に掲げる

工作物にあって

は、橋桁下端か

らの高さが60メー

トル未満

景観計画区域内にお

いて定められた区分

届出を要しない建

設行為等の規模

一般地域 開発区域の面積が

3,000平方メート

ル未満

風景づく

り重点区

域

水と緑の

風景軸

開発区域の面積が

500平方メートル

未満

界わい形

成地区

開発区域の面積が

3,000平方メート

ル未満

景観計画区域内にお

いて定められた区分

届出を要しない建

設行為等の規模

一般地域 施行する土地の区

域の面積が3,000

平方メートル未満

風景づく

り重点区

域

水と緑の

風景軸

施行する土地の区

域の面積が500平

方メートル未満

界わい形

成地区

施行する土地の区

域の面積が3,000

平方メートル未満

景観計画区域内にお

いて定められた区分

届出を要しない建

設行為等の規模

一般地域 伐採する樹木を含

む樹林に係る樹林

地の面積が1,000

平方メートル未満

風景づく

り重点区

域

水と緑の

風景軸及

び界わい

形成地区

樹木（竹を除

く。）の伐採に

あっては、伐採

する樹木を含む

樹林に係る樹林

地の面積が1,000

平方メートル未

満で、かつ、当

該樹木の高さが

10メートル未満

竹の伐採にあっ

ては、伐採する

竹を含む樹林に

係る樹林地の面

積が1,000平方

メートル未満

景観計画区域内にお

いて定められた区分

届出を要しない建

設行為等の規模

一般地域 物件を堆積する土

地の区域の面積が

3,000平方メート

ル未満

風景づく

り重点区

域

水と緑の

風景軸

物件を堆積する土

地の区域の面積が

500平方メートル

未満

界わい形

成地区

物件を堆積する土

地の区域の面積が

3,000平方メート

ル未満

工 種 名 仕 様 単位 単 価 備 考

１ Ｕ形溝工（240） 人力掘削 ｍ 14,000

２ Ｕ形溝工（240） 機械掘削 ｍ 12,500 バックホウ0.1

３ Ｕ形溝工（240・蓋） 人力掘削 ｍ 26,000

４ Ｕ形溝工（240・蓋） 機械掘削 ｍ 24,400 バックホウ0.1
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５ 特Ｌ形・Ｕ形溝工（240） 人力掘削 ｍ 25,300

６ 特Ｌ形・Ｕ形溝工（240） 機械掘削 ｍ 23,100 バックホウ0.1

７ Ｌ形溝工（250Ｂ） 人力掘削 ｍ 19,300

８ Ｌ形溝工（250Ｂ） 機械掘削 ｍ 17,300 バックホウ0.1

９ Ｌ形溝工（300Ｂ） 人力掘削 ｍ 20,200

10 Ｌ形溝工（300Ｂ） 機械掘削 ｍ 18,000 バックホウ0.1

11 横断暗きょ工（ＣＯ－240） ｍ 51,700

12 Ｕ形溝用集水ます工（400特） 装鉄製蓋・鋼製網蓋 箇所 83,300

13 浸透Ｕ形ます工（400特） 装鉄製蓋・鋼製網蓋 箇所 174,800

14 Ｌ形用浸透ます設置工 内径50㎝ 箇所 109,800

15 Ｌ形用小型汚水ます工（横型） 箇所 57,000 深さ0.8ｍ

16 Ｌ形用小型汚水ます工（横型） 箇所 61,500 深さ1.0ｍ

17 小型汚水ます工 箇所 65,700 深さ0.8ｍ

18 小型汚水ます工 箇所 70,100 深さ1.0ｍ

19 アスファルトコンクリート（透水15型）

舗装工

人力施工・しゃ断層なし ㎡ 9,300 ＲＣ－30・10㎝＋開粒２号・５㎝

20 アスファルトコンクリート（透水15型）

舗装工

機械施工・しゃ断層なし ㎡ 8,500 ＲＣ－30・10㎝＋開粒２号・５㎝

21 アスファルトコンクリート（透水15型）

舗装工

人力施工・しゃ断層なし ㎡ 9,500 ＲＣ－30・10㎝＋開粒１号・５㎝

22 アスファルトコンクリート（透水15型）

舗装工

機械施工・しゃ断層なし ㎡ 7,900 ＲＣ－30・10㎝＋開粒１号・５㎝

23 アスファルトコンクリート（透水20型）

舗装工

人力施工・しゃ断層なし ㎡ 10,400 ＲＣ－40・15㎝＋開粒１号・５㎝

24 アスファルトコンクリート（透水20型）

舗装工

機械施工・しゃ断層なし ㎡ 8,800 ＲＣ－40・15㎝＋開粒１号・５㎝

25 アスファルトコンクリート（透水25型）

舗装工

人力施工・しゃ断層なし ㎡ 14,400 ＲＣ－40・15㎝＋開粒１号・５㎝

＋開粒１号・５㎝

26 アスファルトコンクリート（透水25型）

舗装工

機械施工・しゃ断層なし ㎡ 12,200 ＲＣ－40・15㎝＋開粒１号・５㎝

＋開粒１号・５㎝

27 アスファルトコンクリート（20型）舗装

工

人力施工 ㎡ 10,100 ＲＭ－40・15㎝＋密粒（再生）・

５㎝

28 アスファルトコンクリート（20型）舗装

工

機械施工 ㎡ 8,900 ＲＭ－40・15㎝＋密粒（再生）・

５㎝

29 アスファルトコンクリート（25型）舗装

工

人力施工 ㎡ 14,400 ＲＭ－40・15㎝＋粗粒（再生）・

５㎝＋密粒（再生）・５㎝

30 アスファルトコンクリート（25型）舗装

工

機械施工 ㎡ 11,900 ＲＭ－40・15㎝＋粗粒（再生）・

５㎝＋密粒（再生）・５㎝

31 樹脂製滑り止め舗装工 ㎡ 9,200

32 アスファルトコンクリート（透水15型）

舗装工（表層打換）

人力施工 ㎡ 6,700 ＲＣ－30・平均３㎝＋開粒２号・

５㎝

33 アスファルトコンクリート（透水15型）

舗装工（表層打換）

機械施工 ㎡ 5,800 ＲＣ－30・平均３㎝＋開粒２号・

５㎝

34 アスファルトコンクリート（透水20型）

舗装工（表層打換）

機械施工 ㎡ 5,700 ＲＣ－30・平均３㎝＋開粒１号・

５㎝

35 アスファルトコンクリート（透水25型）

舗装工（表基層打換）

人力施工 ㎡ 10,700 ＲＣ－40・平均３㎝＋開粒１号・

５㎝＋開粒１号・５㎝

36 アスファルトコンクリート（透水25型）

舗装工（表基層打換）

機械施工 ㎡ 9,000 ＲＣ－40・平均３㎝＋開粒１号・

５㎝＋開粒１号・５㎝
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37 アスファルトコンクリート（20型）舗装

工（表層打換）

人力施工 ㎡ 6,800 ＲＭ－40・平均３㎝＋密粒（再生）

・５㎝

38 アスファルトコンクリート（20型）舗装

工（表層打換）

機械施工 ㎡ 5,600 ＲＭ－40・平均３㎝＋密粒（再生）

・５㎝

39 アスファルトコンクリート（25型）舗装

工（表基層打換）

機械施工 ㎡ 8,600 ＲＭ－40・平均３㎝＋粗粒（再生）

・５㎝＋密粒（再生）・５㎝

40 人孔調整工 かさ上げ・かさ下げ 箇所 28,000 発生材使用

41 人孔調整工 かさ上げ・かさ下げ 箇所 87,200 蓋・枠取替えを含む。

42 汚水ます調整工 かさ上げ・かさ下げ 箇所 10,200 発生材使用

43 小型汚水ます調整工 かさ上げ・かさ下げ 箇所 3,300 発生材使用

44 Ｌ形用雨水ます設置工 内径50㎝ 箇所 62,200

45 Ｌ形用汚水ます設置工 内径50㎝ 箇所 65,400

46 円形汚水ます設置工 内径50㎝ 箇所 79,700

47 汚水・雨水ます縁塊蓋取替工 Ｌ形ます・丸形ます 箇所 32,600

48 取付管工（硬質塩化ビニル管） 内径150㎜・基礎なし 箇所 58,800 ソケット取付工を含む。

49 取付管工（硬質塩化ビニル管） 内径200㎜・基礎なし 箇所 69,200 ソケット取付工を含む。

50 補足コンクリート工 ５㎝未満 ｍ 11,600

51 補足コンクリート工 ５㎝以上15㎝未満 ｍ 14,300

52 水替工 日 8,200 側溝用

53 区画線設置工 溶融式・幅15㎝ ｍ 400

54 交通誘導員 人 19,800

55 仮復旧工 一層仕上厚３㎝ ㎡ 2,300

56 特殊工 上記単価表以外の特殊工については、施行規程第７条に定める設計基準に基づいて

算出した額

57 障害物切回し 東京都水道局、東京ガス株式会社等の発行する領収書記載金額から消費税及び地方

消費税に相当する額を減じた額

種 別 形 状 寸 法 単位
単 価

備 考
人 力 施 工 機械施工

排水本管（硬

質塩化ビニル

管以外のもの）

内径200㎜ 深さ2.60m以上 m 一 般 困 難 110,600 深さは、

人孔間の平

均深さとす

る。

139,500 146,400

内径250㎜ 深さ2.60m以上3.00m未満 m 147,600 155,100 117,500

深さ3.00m以上3.40m未満 m 161,900 170,000 130,700

深さ3.40m以上 m － － －

内径300㎜ 深さ2.60m以上3.00m未満 m 158,800 166,700 125,800

深さ3.00m以上3.40m未満 m 174,100 182,600 139,800

深さ3.40m以上 m － － －

内径350㎜ 深さ1.80m未満 m 93,100 113,600 68,400

深さ1.80m以上2.20m未満 m 122,000 130,000 78,100

深さ2.20m以上2.60m未満 m 151,500 159,600 118,200

深さ2.60m以上3.00m未満 m 165,600 173,900 131,200

深さ3.00m以上3.40m未満 m 180,600 189,600 144,900

深さ3.40m以上 m － － －
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排水本管（硬

質塩化ビニル

管）

内径150㎜ 深さ1.00m未満 m 31,400 － 23,000 深さは、

人孔間の平

均深さとす

る。

深さ1.00m以上1.40m未満 m 38,700 － 26,300

内径200㎜ 深さ1.00m未満 m 32,900 － 24,600

深さ1.00m以上1.40m未満 m 40,200 － 27,900

深さ1.40m以上1.80m未満 m 68,700 79,800 49,500

深さ1.80m以上2.20m未満 m 83,400 94,600 59,500

深さ2.20m以上2.60m未満 m 112,600 124,100 84,200

深さ2.60m以上 m 122,200 133,600 92,700

内径250㎜ 深さ1.00m未満 m 40,900 － 30,400

深さ1.00m以上1.40m未満 m 49,900 － 34,600

深さ1.40m以上1.80m未満 m 73,700 85,100 53,500

深さ1.80m以上2.20m未満 m 88,900 100,300 63,800

深さ2.20m以上2.60m未満 m 118,500 130,300 88,600

深さ2.60m以上3.00m未満 m 128,600 146,000 97,600

深さ3.00m以上3.40m未満 m 142,800 － 110,700

深さ3.40m以上 m － － －

内径300㎜ 深さ1.40m未満 m 58,600 － 41,700

深さ1.40m以上1.80m未満 m 83,300 95,900 61,100

深さ1.80m以上2.20m未満 m 99,400 112,200 71,800

深さ2.20m以上2.60m未満 m 130,100 143,100 97,200

深さ2.60m以上3.00m未満 m 141,000 159,900 107,000

深さ3.00m以上3.40m未満 m 156,200 － 121,000

深さ3.40m以上 m － － －

内径350㎜ 深さ1.80m未満 m 89,300 102,700 66,300

深さ1.80m以上2.20m未満 m 105,700 119,100 77,000

深さ2.20m以上2.60m未満 m 135,200 148,900 101,000

深さ2.60m以上3.00m未満 m 147,400 161,800 111,900

深さ3.00m以上3.40m未満 m 165,300 － 128,700

深さ3.40m以上 m － － －

取付管（硬質

塩化ビニル管）

内径150㎜ 深さ1.00m未満 m 25,500 － 深さは、

排 水 本 管

（人孔間）

の平均土被
かぶ

りとする。

深さ1.00m以上1.40m未満 m 27,400 －

深さ1.40m以上 m 29,700 －

内径200㎜ 深さ1.00m未満 m 31,300 －

深さ1.00m以上1.40m未満 m 33,300 －

深さ1.40m以上 m 35,600 －

管防護工（硬

質塩化ビニル

管）

内径150㎜用 m 15,700 14,900

内径200㎜用 m 16,400 15,600

内径250㎜用 m 18,400 17,500

内径300㎜以上用 m 18,900 18,100

人孔 円形人孔

内径70㎝

深さ1.00m未満 箇所 一 般 困 難 234,100 深さは、

人孔深さと

する。

鉄蓋使用

は、21,400

円を加算す

る。

265,600 －

深さ1.00m以上1.20m未満 箇所 285,900 － 251,800

深さ1.20m以上 箇所 331,600 334,000 286,900

矩
く

形人孔 深さ1.00m未満 箇所 517,600 － 458,800
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内法
のり

90㎝×60

㎝

深さ1.00m以上1.20m未満 箇所 599,400 603,700 531,500

深さ1.20m以上1.40m未満 箇所 644,000 648,300 567,800

深さ1.40m以上1.60m未満 箇所 693,100 697,400 607,700

深さ1.60m以上2.00m未満 箇所 774,500 779,300 676,200

深さ2.00m以上 箇所 904,700 911,900 799,700

円形人孔

内径90㎝

深さ1.20m未満 箇所 524,300 － 448,900

深さ1.20m以上1.40m未満 箇所 597,200 601,000 505,500

深さ1.40m以上1.60m未満 箇所 644,800 648,700 542,700

深さ1.60m以上2.00m未満 箇所 749,900 755,200 631,300

深さ2.00m以上2.40m未満 箇所 836,800 844,900 705,000

深さ2.40m以上2.80m未満 箇所 946,000 964,600 810,100

深さ2.80m以上3.20m未満 箇所 1,060,600 1,079,200 920,700

深さ3.20m以上 箇所 － － －

組立矩
く

形人孔

内法
のり

90㎝×60

㎝

深さ1.20m未満 箇所 531,800 536,100 491,100

深さ1.20m以上1.40m未満 箇所 567,000 571,300 520,600

深さ1.40m以上1.60m未満 箇所 611,000 615,300 559,000

深さ1.60m以上2.00m未満 箇所 679,100 683,900 618,900

深さ2.00m以上2.40m未満 箇所 780,300 787,500 716,200

深さ2.40m以上2.80m未満 箇所 874,800 890,100 804,600

深さ2.80m以上 箇所 945,500 960,800 878,100

組立矩
く

形人孔

内法
のり

120㎝×

60㎝

深さ1.20m未満 箇所 632,800 637,100 585,000

深さ1.20m以上1.40m未満 箇所 663,700 668,000 609,600

深さ1.40m以上1.60m未満 箇所 717,400 721,700 656,600

深さ1.60m以上2.00m未満 箇所 798,400 803,200 728,500

深さ2.00m以上2.40m未満 箇所 917,100 924,200 837,500

深さ2.40m以上2.80m未満 箇所 1,029,800 1,045,000 948,400

深さ2.80m以上 箇所 1,112,900 1,128,200 1,029,600

組立円形人孔

内径90㎝

深さ1.20m未満 箇所 462,100 465,900 418,300

深さ1.20m以上1.40m未満 箇所 508,100 511,900 455,100

深さ1.40m以上1.60m未満 箇所 560,100 565,300 501,100

深さ1.60m以上2.00m未満 箇所 600,200 605,400 532,000

深さ2.00m以上2.40m未満 箇所 664,400 672,500 589,700

深さ2.40m以上2.80m未満 箇所 734,400 753,100 657,400

深さ2.80m以上 箇所 － － －

副管（硬質塩

化ビニル管以

外のもの）

内径200㎜ 高さ1.00m未満 箇所 90,600 92,000

高さ1.00m以上1.50m未満 箇所 107,500 109,300

高さ1.50m以上2.00m未満 箇所 136,600 138,900

高さ2.00m以上 箇所 153,200 156,000

副管（硬質塩

化ビニル管）

内径200㎜ 高さ1.00m未満 箇所 198,300 200,000

高さ1.00m以上1.50m未満 箇所 216,300 218,400

高さ1.50m以上2.00m未満 箇所 245,100 247,700

高さ2.00m以上 箇所 263,300 266,400

汚水ます 内径35㎝ 箇所 Ｌ形ます 丸型ます － 深さは、

ます深さと
88,000 99,100
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附 則

１ この規則は、令和４年７月１日から施

行する。

２ この規則による改正後の世田谷区私道

整備及び私道排水設備の助成に関する条

例施行規則の規定は、令和４年７月１日

以後に助成の申請をする者について適用

し、同日前に助成の申請をした者につい

ては、なお従前の例による。

訓 令 甲

◎世田谷区訓令甲第16号

庁 中 一 般

世田谷区勤務訓令（令和２年４月世田谷

区訓令甲第41号）の一部を次のように改正

する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別表臨時特別給付班の項の次に次のよう

に加える。

令和４年７月20日 （第736号）
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子育て世帯特別

給付金班

班長 子ども・若者部長

副班長 総合支所保健福祉センター子

ども家庭支援課長のうち区長

が指定する者

副班長 子ども・若者部子ども家庭課

長

世田谷総合支所保健福

祉センター子ども家庭

支援課

北沢総合支所保健福祉

センター子ども家庭支

援課

玉川総合支所保健福祉

センター子ども家庭支

援課

砧総合支所保健福祉セ

ンター子ども家庭支援

課

烏山総合支所保健福祉

センター子ども家庭支

援課

子ども・若者部子ども

家庭課

内径50㎝ 深さ1.00m未満 箇所 91,000 － － する。

内径50㎝

鉄蓋使用は

10,100円を、

内径70㎝鉄

蓋使用は34,

700円を加

算する。

深さ1.00m以上 箇所 112,400 － －

深さ1.00m未満異形乙使用 箇所 － 104,100 －

深さ1.00m以上異形乙使用 箇所 － 125,500 －

深さ1.00m未満異形丙使用 箇所 － 103,700 －

深さ1.00m以上異形丙使用 箇所 － 125,100 －

内径70㎝ 内径70㎝ます蓋使用 箇所 308,300 －

雨水ます 内径35㎝ 箇所 一 枚 蓋 二 枚 蓋 －

80,700 134,000

内径50㎝ 箇所 89,500 142,900 －

内径35㎝ 格子蓋（角型） 箇所 81,500 －

内径50㎝ 格子蓋（標準型） 箇所 102,000 －

Ｌ形側溝 250B m 15,800 14,800

300B m 16,300 15,300

Ｌ形基礎 250B用コンクリート厚さ10㎝ m 6,500 5,800

300B用コンクリート厚さ10㎝ m 7,000 6,300

仮復旧工 アスファルトコンクリート舗装工（厚

さ３㎝）
㎡ 3,000 －

試験掘工 Ａ型（2.00m×1.00m×1.50m） 箇所 117,900 －

Ｂ型（1.50m×0.70m×1.30m） 箇所 34,400 －

Ｃ型（1.00m×0.70m×1.00m） 箇所 17,200 －

Ａ型（2.00m×1.00m×1.50m）アス

ファルト仮復旧
箇所 123,900 －

Ｂ型（1.50m×0.70m×1.30m）アス

ファルト仮復旧
箇所 37,400 －

Ｃ型（1.00m×0.70m×1.00m）アス

ファルト仮復旧
箇所 19,300 －

特殊工 上記単価表以外の特殊工については、東京都下水道局の設計標準代価等に基づいて算出した額の90

％以内の額

障害物切回し 東京都水道局、東京ガス株式会社等の発行する領収書記載金額から消費税及び地方消費税に相当す

る額を減じた額

注 この表により算出された額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
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◎世田谷区訓令甲第17号

庁 中 一 般

世田谷区事案決定手続規程（昭和54年３

月世田谷区訓令甲第４号）の一部を次のよ

うに改正する。

令和４年６月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

別表３の２の部ＤＸ推進担当課の款３の

項部長決定の欄第１号を削り、同欄第２号

中「決定し、及び通知する」を「決定する」

に改め、同号を同欄第１号とし、同欄中第

３号を第２号とし、第４号を第３号とし、

同項課長決定の欄第１号を削り、同欄中第

２号を第１号とし、同欄第３号中「決定し、

及び通知する」を「決定する」に改め、同

号を同欄第２号とし、同号の次に次の１号

を加える。

３ 情報化適用申請の可否を通知するこ

と。

別表９の３の部環境保全課の款８の項件

名の欄中「こと」を「こと。」に改める。

告 示

◎世田谷区告示第458号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ170

２ 区間

世田谷区喜多見五丁目2579番１地

先無番から2594番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第459号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ171

２ 区間

世田谷区喜多見五丁目2596番１地

先無番から2596番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第460号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

45－Ｇ194

２ 廃止する起終点

世田谷区喜多見五丁目2600番１地

先無番から2600番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第461号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

45－Ｇ195

２ 廃止する起終点

世田谷区喜多見五丁目2603番２地

先無番から2607番10地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第462号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ180

２ 区間

世田谷区喜多見五丁目2933番５地

先無番から2924番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第463号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ194

２ 区間

世田谷区喜多見五丁目2970番１地

先無番から2938番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第464号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ195

２ 区間

世田谷区喜多見五丁目2937番３地

先無番から2934番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第465号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ197

２ 区間

世田谷区喜多見七丁目2972番１地

先無番から2972番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第466号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ212

２ 区間

世田谷区喜多見七丁目2527番３地

先無番から2527番３地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第467号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

令和４年７月20日 （第736号）
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45－Ｚ253

２ 区間

世田谷区喜多見七丁目2398番１地

先無番から2391番地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第468号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ256

２ 区間

世田谷区喜多見七丁目2399番１地

先無番から2399番６地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第469号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ257

２ 区間

世田谷区喜多見七丁目2412番１地

先無番から2412番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第470号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ275

２ 区間

世田谷区喜多見七丁目3221番１地

先無番から3218番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第471号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区喜多見四丁目3426番10の

内

３ 変更の区域

延 長 11.67メートル

幅 員 0.17メートル

面 積 2.09平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第472号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区三軒茶屋一丁目58番42の

内

３ 変更の区域

延 長 12.12メートル

幅 員 0.19メートルから

0.20メートルまで

面 積 3.79平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第473号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

13－Ｄ025－03

２ 変更の区間

世田谷区三軒茶屋一丁目58番42の

内

３ 変更の区域

延 長 9.50メートル

幅 員 0.31メートルから

0.34メートルまで

面 積 3.14平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月１日

◎世田谷区告示第474号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の９第１項及び第59条の４第１項の規

定により指定小児慢性特定疾病医療機関を

指定したので、同法第19条の19第１号及び

第59条の４第１項の規定により別紙のとお

り告示する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第475号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の14及び第59条の４第１項の規定によ

る指定事項の変更の届出があったので、同

法第19条の19第２号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第476号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の15の規定による指定小児慢性特定疾

病医療機関の指定の辞退があったので、同

法第19条の19第３号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第477号

世田谷区副区長の担任事項に関する規程

（令和３年９月世田谷区告示第705号）の全

部を改正する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区副区長の担任事項は、次の表の

とおりとする。ただし、担任に係るいずれ

かの副区長に事故があるとき、又はいずれ

かの副区長が欠けたときは、区長が指定す

る副区長がその職務を担任する。

令和４年７月20日 （第736号）
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副 区 長 担 任 事 項

地 方 自 治法

（昭和22年法

律第67号）第

152条第１項

の規定に基づ

き区長が定め

た区長の職務

代理順序（以

下「区長の職

務代理順序」

という。）が

第１順位の副

区長

政策経営部（ＤＸ推

進担当部を除く。）、総

務部、危機管理部、財

務部、保健福祉政策部、

高齢福祉部、障害福祉

部、子ども・若者部及

び保育部に関すること。

世田谷保健所に関す

ること。

行政委員会（教育委

員会及び農業委員会を

除く。）等との連絡に

関すること。

区長の職務代

理順序が第２

順位の副区長

生活文化政策部、地

域行政部、スポーツ推

進部、環境政策部、経

済産業部、清掃・リサ

イクル部、都市整備政

策部、道路・交通計画

部及び土木部に関する

こと。

総合支所に関するこ

と。

教育委員会及び農業

委員会との連絡に関す

ること。
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◎世田谷区告示第478号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の25第４項の規定による指定特

定相談支援の事業の廃止の届出があったの

で、同法第51条の30第２項の規定により告

示する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 ケアパート

ナー株式会

社

２ 主たる事務所の所在地 東京都品川

区南大井六

丁目20番14

号

３ 事業所の名称 桜新町総合

支援サービ

ス

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区新町二

丁目７番２

号３階

５ 事業所番号 1331204816

６ 事業の種類 特定相談支

援事業

７ 事業の主たる対象者 特定なし

８ 廃止の年月日 令和４年５

月31日

◎世田谷区告示第479号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

24条の32第２項の規定による指定障害児相

談支援の事業の廃止の届出があったので、

同法第24条の37の規定により告示する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 ケアパート

ナー株式会

社

２ 主たる事務所の所在地 東京都品川

区南大井六

丁目20番14

号

３ 事業所の名称 桜新町総合

支援サービ

ス

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区新町二

丁目７番２

号３階

５ 事業所番号 1371200963

６ 事業の種類 障害児相談

支援事業

７ 事業の主たる対象者 特定なし

８ 廃止の年月日 令和４年５

月31日

◎世田谷区告示第480号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の25第４項の規定による指定特

定相談支援の事業の廃止の届出があったの

で、同法第51条の30第２項の規定により告

示する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 特定非営利

活動法人や

すらぎステ

イズ

２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区豪徳寺

一丁目50番

16号

３ 事業所の名称 ソレイユ相

談支援セン

ター

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区豪徳寺

一丁目50番

16号

５ 事業所番号 1331203867

６ 事業の種類 特定相談支

援事業

７ 事業の主たる対象者 身体障害者、

知的障害者、

精神障害者、

難病等患者

８ 廃止の年月日 令和４年５

月31日

◎世田谷区告示第481号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の20第１項の規定により指定特

定相談支援事業者を指定したので、同法第

51条の30第２項の規定により告示する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 ライフサポ

ートやすら

ぎ有限会社

２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区豪徳寺

一丁目50番

16号

３ 事業所の名称 ソレイユ相

談支援セン

ター

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区豪徳寺

一丁目50番

16号

５ 事業所番号 1331204907

６ 事業の種類 特定相談支

援事業

７ 事業の主たる対象者 身体障害者、

知的障害者、

精神障害者、

難病等患者

８ 指定の年月日 令和４年６

月１日

◎世田谷区告示第482号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項及び第115条の12第１項の

規定により指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業

者を指定したので、同法第78条の11第１号

及び第115条の20第１号の規定により告示

する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 小規模多機能型居

宅介護事業所ハー

トフル若林

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区若

林五丁目38番20号

３ 事業者の名称 社会福祉法人愛あ

い会

４ 指定年月日 令和４年６月１日

５ サービスの種類 小規模多機能型居

宅介護及び介護予

防小規模多機能型

居宅介護

◎世田谷区告示第483号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項及び第115条の12第１項の

規定により指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業

者を指定したので、同法第78条の11第１号

及び第115条の20第１号の規定により告示

する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 グループホームハ

ートフル若林

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区若

林五丁目38番20号

３ 事業者の名称 社会福祉法人愛あ

い会

４ 指定年月日 令和４年６月１日

５ サービスの種類 認知症対応型共同

生活介護及び介護

予防認知症対応型

共同生活介護

◎世田谷区告示第484号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 地域密着型特別養

護老人ホームハー

トフル若林

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区若

林五丁目38番20号

３ 事業者の名称 社会福祉法人愛あ

い会

４ 指定年月日 令和４年６月１日

５ サービスの種類 地域密着型介護老

人福祉施設入所者

生活介護

◎世田谷区告示第485号

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）

第49条の４第１項及び第49条の７第１項の

規定により指定緊急避難場所及び指定避難

所として指定した施設又は場所を、次のと

令和４年７月20日 （第736号）
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区長の職務代

理順序が第３

順位の副区長

政策経営部（ＤＸ推

進担当部に限る。）に

関すること。
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おり変更したので告示する。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 変更後の指定緊急避難場所として指

定した施設又は場所

別紙指定緊急避難場所一覧のとお

り

２ 変更後の指定避難所として指定した

施設

別紙指定避難所一覧のとおり

３ 変更の年月日

令和４年５月25日

別紙省略

◎世田谷区告示第486号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月２日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区羽根木二丁目1768番９の

内

３ 変更の区域

延 長 13.94メートル

幅 員 0.68メートルから

0.72メートルまで

面 積 10.98平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月２日

◎世田谷区告示第487号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第９条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定について別紙

のように告示する。

令和４年６月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第488号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

32－15

２ 変更の区間

世田谷区桜三丁目412番74から412

番52の内まで

３ 変更の区域

延 長 10.47メートル

幅 員 0.12メートルから

0.24メートルまで

面 積 1.98平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月３日

◎世田谷区告示第489号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区駒沢二丁目68番10の内

世田谷区駒沢二丁目68番10の内

３ 変更の区域

延 長 9.10メートル

幅 員 0.13メートルから

0.17メートルまで

面 積 1.43平方メートル

延 長 10.71メートル

幅 員 0.66メートルから

0.69メートルまで

面 積 7.28平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月３日

◎世田谷区告示第490号

道路法（昭和27年法律第180号)第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

41－42

２ 変更の区間

世田谷区千歳台五丁目505番13

３ 変更の区域

延 長 26.21メートル

幅 員 0.99メートルから

1.00メートルまで

面 積 25.06平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月３日

◎世田谷区告示第491号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年６月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第2897号

２ 指定年月日 令和４年６月２日

３ 指定の位置 世田谷区深沢八丁目17

33番188及び1733番190

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 17.72メートル

６ 申請者氏名 東京鉛株式会社

代表取締役 髙橋 將

仁

◎世田谷区告示第492号

令和４年第２回世田谷区議会定例会を下

記により招集する。

令和４年６月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

記

１ 招集する年月日 令和４年６月13

日（月）午後１

時

２ 招集する場所 世田谷区議会議

場

◎世田谷区告示第493号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上馬二丁目18番13の内か

ら18番12の内まで

３ 変更の区域

延 長 2.08メートル

幅 員 0.20メートル

面 積 0.42平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月６日

◎世田谷区告示第494号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区池尻二丁目114番１の内

３ 変更の区域

延 長 8.33メートル

幅 員 0.16メートルから

0.27メートルまで

面 積 1.77平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月６日

◎世田谷区告示第495号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

令和４年７月20日 （第736号）
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２ 変更の区間

世田谷区桜丘一丁目643番３の内

世田谷区桜丘一丁目2587番17の内

から2587番２の内まで

３ 変更の区域

延 長 13.91メートル

幅 員 0.14メートルから

0.18メートルまで

面 積 2.30平方メートル

延 長 12.32メートル

幅 員 0.17メートルから

0.21メートルまで

面 積 2.38平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月７日

◎世田谷区告示第496号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上馬五丁目22番32の内

３ 変更の区域

延 長 9.62メートル

幅 員 0.58メートルから

0.59メートルまで

面 積 5.59平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月７日

◎世田谷区告示第497号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月８日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月８日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区南烏山三丁目1059番４の

内

３ 変更の区域

延 長 7.39メートル

幅 員 0.63メートル

面 積 4.68平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月８日

◎世田谷区告示第498号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和４年６月８日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第499号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区北沢五丁目809番10の内

３ 変更の区域

延 長 10.99メートル

幅 員 0.29メートルから

0.31メートルまで

面 積 3.36平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月13日

◎世田谷区告示第500号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区大蔵一丁目253番１

世田谷区大蔵一丁目253番48

３ 変更の区域

延 長 21.40メートル

幅 員 1.00メートルから

1.05メートルまで

面 積 24.63平方メートル

延 長 7.99メートル

幅 員 0.00メートルから

0.63メートルまで

面 積 4.55平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月13日

◎世田谷区告示第501号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｄ364－05

２ 変更の区間

世田谷区東玉川一丁目101番10の

内

３ 変更の区域

延 長 12.12メートル

幅 員 0.16メートルから

0.20メートルまで

面 積 2.23平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月14日

◎世田谷区告示第502号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｄ095－03

２ 変更の区間

世田谷区奥沢二丁目386番２の内

から386番25の内まで

３ 変更の区域

延 長 12.75メートル

幅 員 0.44メートルから

0.45メートルまで

面 積 5.70平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月14日

◎世田谷区告示第503号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和４年６月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

42－Ｇ120

２ 廃止する起終点

世田谷区粕谷二丁目136番７の内

３ 廃止の期日

令和４年６月14日

◎世田谷区告示第504号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月15日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区宮坂三丁目2344番22の内

から2344番28の内まで

３ 変更の区域

延 長 18.21メートル

幅 員 0.21メートルから

0.23メートルまで

令和４年７月20日 （第736号）
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令和３年度下半期の財政状況（令和４年３月31日現在）

１．一般会計歳入執行状況

２．一般会計歳出執行状況

３．特別会計歳入歳出執行状況

４．区民の区税負担

５．特別区債の状況

６．区有財産の状況

７．一時借入金の状況

下半期は、一時借入金を必要としませんでした。

※一時借入金とは、支払資金が一時的に不足する場合、年度内に返済することを条件に銀行などから現金を借り入れる制度です。

令和４年７月20日 （第736号）
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区分 特別区税 国・都支出金 特別区交付金 諸収入 繰入金･特別区債 その他 合計

予算現額 1,283.9億円 1,305.5億円 597.9億円 110.7億円 88.6億円 541.0億円 3,927.5億円

収入済額 1,216.0億円 1,112.3億円 599.6億円 82.4億円 4.8億円 552.6億円 3,567.7億円

収入率 94.7％ 85.2％ 100.3％ 74.5％ 5.4％ 102.1％ 90.8％

区分 民生費 総務費 教育費 土木費 衛生費 公債費 その他 合計

予算現額 1,923.5億円 563.2億円 407.5億円 388.4億円 332.7億円 121.7億円 190.4億円 3,927.5億円

支出済額 1,627.0億円 431.0億円 312.0億円 237.9億円 194.9億円 121.3億円 160.7億円 3,084.7億円

執行率 84.6％ 76.5％ 76.5％ 61.2％ 58.6％ 99.7％ 84.4％ 78.5％

会 計
国民健康保険

事業会計

後期高齢者

医療会計

介護保険

事業会計

学校給食費

会計

予算現額 833.4億円 224.0億円 708.3億円 31.2億円

歳 入
収入済額 771.6億円 214.3億円 623.1億円 25.2億円

収入率 92.6％ 95.6％ 88.0％ 81.0％

歳 出
支出済額 778.0億円 213.1億円 606.4億円 25.2億円

執行率 93.4％ 95.1％ 85.6％ 80.7％

年度 日本人人口 外国人人口 人 口 計 世 帯
特別区税予算

現 額

ひとりあたりの

負 担 額

１世帯あたりの

負 担 額

平成29年度 883,516人 20,097人 903,613人 476,252世帯 118,597,194千円 131,248円 249,022円

平成30年度 890,581人 21,514人 912,095人 483,199世帯 120,872,043千円 132,521円 250,150円

令和元年度 898,494人 23,062人 921,556人 490,857世帯 124,048,868千円 134,608円 252,719円

令和２年度 898,631人 21,840人 920,471人 491,879世帯 125,462,076千円 136,302円 255,067円

令和３年度 896,168人 20,977人 917,145人 491,159世帯 128,388,957千円 139,988円 261,400円

区分 教育債 土木債 総務債 民生債 減税等補てん債 合計

現在高 231.8億円 152.6億円 120.5億円 99.8億円 18.0億円 622.8億円

構成比 37.2％ 24.5％ 19.4％ 16.0％ 2.9％ 100.0％

土 地 建 物 工作物 有価証券 出資による権利 債 権 基 金

254万2,611.04㎡ 128万3,160.13㎡ 304億8,236万円 ４億3,000万円 28億4,296万円 66億570万円 1,264億4,522万円

面 積 4.04平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月15日

◎世田谷区告示第505号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月15日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区宮坂一丁目2455番16

３ 変更の区域

延 長 23.63メートル

幅 員 0.00メートルから

0.10メートルまで

面 積 1.40平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月15日

◎世田谷区告示第506号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243

条の３第１項及び世田谷区財政状況の公表

に関する条例（昭和39年３月世田谷区条例

第８号）の規定により、次のように本区財

政状況を公表する。

令和４年６月15日

世田谷区長 保 坂 展 人
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◎世田谷区告示第507号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区喜多見二丁目4543番２

３ 変更の区域

延 長 15.28メートル

幅 員 0.40メートルから

0.46メートルまで

面 積 6.72平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月17日

◎世田谷区告示第508号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認及び同法第58

条の６第１項の規定による子ども・子育て

支援施設等の確認の辞退について、同法第

58条の11の規定に基づき、別紙のとおり告

示する。

令和４年６月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第509号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和４年６月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第510号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 供用開始の区間

世田谷区桜上水一丁目159番15の

内から159番９の内まで

３ 供用開始の区域

延 長 8.92メートル

幅 員 1.79メートルから

1.85メートルまで

面 積 17.98平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月20日

◎世田谷区告示第511号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月22日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月22日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

36－５

２ 変更の区間

世田谷区北烏山六丁目1791番３の

内から1791番２の内まで

世田谷区北烏山六丁目1791番２の

内から1791番10の内まで

３ 変更の区域

延 長 14.72メートル

幅 員 0.12メートルから

0.17メートルまで

面 積 2.58平方メートル

延 長 13.45メートル

幅 員 0.62メートルから

0.63メートルまで

面 積 8.43平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月22日

◎世田谷区告示第512号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月22日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月22日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

32－18

２ 変更の区間

世田谷区下馬三丁目50番83の内か

ら50番82の内まで

３ 変更の区域

延 長 9.17メートル

幅 員 0.18メートルから

0.19メートルまで

面 積 1.69平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月22日

◎世田谷区告示第513号

道路法（昭和27年法律第180号）第８条

第１項及び第18条の規定に基づき、特別区

道路線を次のように認定し、新たに認定し

た道路の区域を決定し、その供用を開始す

る。

この関係図面は、令和４年６月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

Ｒ４－６

２ 認定する起終点

世田谷区桜丘四丁目2854番37の内

から2854番35まで

３ 道路の延長

71.78メートル

４ 道路の幅員

4.00メートル

５ 道路の面積

297.30平方メートル

６ 供用開始の期日

令和４年６月23日

◎世田谷区告示第514号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

58－６

２ 変更の区間

世田谷区桜丘四丁目2854番37の内

３ 変更の区域

延 長 8.16メートル

幅 員 0.05メートルから

0.10メートルまで

面 積 0.65平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月23日

◎世田谷区告示第515号

道路法（昭和27年法律第180号）第８条

第１項及び第18条第１項の規定に基づき、

特別区道路線を次のように認定し、新たに

認定した道路の区域を決定する。

この関係図面は、令和４年６月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

Ｒ４－７

２ 認定する起終点

世田谷区北烏山七丁目2229番20か

ら2229番20地先無番の内まで

３ 道路の延長

246.92メートル

４ 道路の幅員

6.00メートルから7.39メートルま

で

５ 道路の面積

1545.97平方メートル

◎世田谷区告示第516号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区北烏山七丁目2229番20地

先無番の内

令和４年７月20日 （第736号）
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３ 変更の区域

延 長 11.64メートル

幅 員 0.88メートルから

0.92メートルまで

面 積 10.55平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月23日

◎世田谷区告示第517号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年６月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

41－Ｚ049

２ 区間

世田谷区北烏山七丁目2236番３地

先無番から2235番３地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年６月23日

◎世田谷区告示第518号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。

この関係図面は、令和４年６月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

41－Ｇ128

２ 指定する起終点

世田谷区北烏山七丁目2236番３地

先無番から2229番17地先無番まで

３ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第519号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。

この関係図面は、令和４年６月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

41－Ｇ129

２ 指定する起終点

世田谷区北烏山七丁目2235番３地

先無番

３ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第520号

道路法（昭和27年法律第180号）第８条

第１項及び第18条第１項の規定に基づき、

特別区道路線を次のように認定し、新たに

認定した道路の区域を決定する。

この関係図面は、令和４年６月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

Ｒ４－８

２ 認定する起終点

世田谷区祖師谷二丁目41番20の内

から179番１の内まで

３ 道路の延長

216.83メートル

４ 道路の幅員

6.00メートルから6.01メートルま

で

５ 道路の面積

1326.20平方メートル

◎世田谷区告示第521号

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

施行規則第11条第２項の規定による建築物

の用途及び規模に応じ届出の対象となる計

画に係る整備項目（平成31年４月16日世田

谷区告示第386号）の一部を次のように改

正する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

別表第１の３の部 の項中「、更衣室及

び脱衣所、宿泊施設の客室」を削り、同部

の項中「洗面所等」の次に「、更衣室及

び脱衣所、宿泊施設の客室」を加え、同表

５の部 の項中「駐車のための施設」の次

に「の用途に供する部分の床面積の合計が

250平方メートル以上で、かつ、駐車可能

台数が20台以上のもの」を、「停留のため

の施設」の次に「の用途に供する部分の床

面積の合計が500平方メートル以上のもの」

を加え、同部 の項中「自動車の修理のた

めの施設及び自動車の洗車のための施設」

を「自動車修理工場の用途に供する部分の

床面積の合計が200平方メートル以上のも

の又は自動車洗車場の用途に供する部分の

床面積の合計が200平方メートル以上のも

の」に改め、同部 の項中「自動車教習所」

の次に「の用途に供する部分の床面積の合

計が1,000平方メートル以上のもの」を加

え、同表８の部中「店舗」を「店舗等」に

改め、同部 の項から の項までの規定中

「もの」の次に「（卸売市場に係るものを除

く。）」を加え、同表９の部 の項中「300

平方メートル」を「200平方メートル」に

改め、同表10の部中「サービス店舗」を

「サービス業を営む店舗等」に改め、同表

11の部 の項中「合計が」の次に「500平

方メートル以上」を加え、同表15の部中

の項及び の項を削り、同部 の項中「200

平方メートル」を「500平方メートル」に

改め、同項を同部 の項とし、同部 の項

を同部 の項とし、同部 の項を同部 の

項とし、同表19の部中「すべてのもの」を

「用途に供する部分の床面積の合計が2,000

平方メートル以上のもの」に改め、同表20

の部から22の部までの規定中「すべてのも

の」を「用途に供する部分の床面積の合計

が1,000平方メートル以上のもの」に改め

る。

◎世田谷区告示第522号

令和４年６月22日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 令和４年度世田谷区一般会計補正予

算（第２次）

２ 令和４年度世田谷区学校給食費会計

補正予算（第１次）

別添省略

◎世田谷区告示第523号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和４年６月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 通所介護事業所

サンライズガーデ

ン

２ 事業所の所在地 埼玉県深谷市上手

計317番地１

３ 事業者の名称 社会福祉法人望未

会

４ 指定年月日 令和４年６月１日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

◎世田谷区告示第524号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

63－15

２ 変更の区間

世田谷区上祖師谷二丁目328番７

から328番８まで

３ 変更の区域

延 長 11.24メートル

幅 員 0.75メートル

面 積 8.48平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月27日

◎世田谷区告示第525号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

令和４年７月20日 （第736号）
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世田谷区桜二丁目611番16の内

３ 変更の区域

延 長 16.20メートル

幅 員 0.05メートルから

0.43メートルまで

面 積 2.59平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月27日

◎世田谷区告示第526号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

37－29

２ 変更の区間

世田谷区奥沢七丁目295番1の内

３ 変更の区域

延 長 9.40メートル

幅 員 0.35メートルから

0.37メートルまで

面 積 3.47平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月27日

◎世田谷区告示第527号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

22－Ｄ110－04

２ 変更の区間

世田谷区上北沢三丁目867番11の

内から867番25まで

３ 変更の区域

延 長 11.06メートル

幅 員 0.19メートルから

0.24メートルメートル

まで

面 積 2.38平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月27日

◎世田谷区告示第528号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｄ022－17

２ 変更の区間

世田谷区代沢一丁目13番12の内か

ら13番15の内まで

３ 変更の区域

延 長 11.87メートル

幅 員 0.40メートルから

0.48メートルメートル

まで

面 積 5.31平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月27日

◎世田谷区告示第529号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

21－Ｄ159－02

２ 変更の区間

世田谷区羽根木二丁目1851番８の

内

３ 変更の区域

延 長 6.17メートル

幅 員 0.17メートルから

0.21メートルまで

面 積 1.21平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月27日

◎世田谷区告示第530号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区深沢六丁目55番７から55

番18まで

３ 変更の区域

延 長 34.71メートル

幅 員 0.25メートル

面 積 8.73平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月27日

◎世田谷区告示第531号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和４年６月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区若林三丁目108番57から

108番58まで

３ 変更の区域

延 長 14.24メートル

幅 員 0.72メートルから

0.73メートルまで

面 積 10.76平方メートル

◎世田谷区告示第532号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代沢一丁目13番20の内

３ 変更の区域

延 長 11.86メートル

幅 員 0.36メートルから

0.43メートルまで

面 積 4.74平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月28日

◎世田谷区告示第533号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区駒沢四丁目76番11から76

番10まで

３ 変更の区域

延 長 16.62メートル

幅 員 0.62メートルから

0.63メートルまで

面 積 10.50平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月29日

◎世田谷区告示第534号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

令和４年７月20日 （第736号）
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28－１

２ 変更の区間

世田谷区三軒茶屋一丁目100番14

の内

３ 変更の区域

延 長 12.55メートル

幅 員 0.55メートルから

0.57メートルまで

面 積 7.27平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月29日

◎世田谷区告示第535号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年６月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年６月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

42－31

２ 変更の区間

世田谷区松原六丁目340番38の内

３ 変更の区域

延 長 9.36メートル

幅 員 0.18メートルから

0.19メートルまで

面 積 1.75平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年６月29日

◎世田谷区告示第536号

風景づくり計画（平成20年３月世田谷区

告示第222号）を変更したので、世田谷区

風景づくり条例（平成11年３月世田谷区条

例第３号）第６条第６項において準用する

同条第５項の規定により、次のとおり告示

する。

令和４年６月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 風景づくり計画

別紙のとおり

２ 施行日

令和４年10月１日

別紙省略

公 告

◎世田谷区公告第44号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第45号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年６月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第46号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したい

ので、同法第21条第２項において準用する

同法第17条第１項の規定により、次のとお

り公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧

に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧

期間満了の日までに世田谷区に意見書を提

出することができる。

令和４年６月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域上祖師谷・給田地区地区計画

２ 都市計画を定める土地の区域

変更する部分

世田谷区上祖師谷二丁目、上祖

師谷五丁目、上祖師谷六丁目、上

祖師谷七丁目、給田一丁目、給田

二丁目及び給田三丁目各地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課並びに世田谷区世田谷総合支所、

世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉

川総合支所、世田谷区砧総合支所及

び世田谷区烏山総合支所街づくり課

４ 縦覧期間

令和４年６月９日から同月23日ま

で

５ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第47号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したい

ので、同法第21条第２項において準用する

同法第17条第１項の規定により、次のとお

り公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧

に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧

期間満了の日までに世田谷区に意見書を提

出することができる。

令和４年６月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画高度地区（世田谷西

部地域上祖師谷・給田地区地区計画

関連）

２ 都市計画を定める土地の区域

削除する部分

第１種高度地区

世田谷区上祖師谷二丁目地内

追加する部分

25ｍ第２種高度地区

世田谷区上祖師谷二丁目地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課並びに世田谷区世田谷総合支所、

世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉

川総合支所、世田谷区砧総合支所及

び世田谷区烏山総合支所街づくり課

４ 縦覧期間

令和４年６月９日から同月23日ま

で

５ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第48号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したい

ので、同法第21条第２項において準用する

同法第17条第１項の規定により、次のとお

り公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧

に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧

期間満了の日までに世田谷区に意見書を提

出することができる。

令和４年６月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画高度地区（長期優良

住宅法改正関連）

２ 都市計画を定める土地の区域

世田谷区の全域

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課並びに世田谷区世田谷総合支所、

世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉

川総合支所、世田谷区砧総合支所及

び世田谷区烏山総合支所街づくり課

４ 縦覧期間

令和４年６月９日から同月23日ま

令和４年７月20日 （第736号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

中町四丁目

61番６

61番35

61番36

東京都武蔵野市

境二丁目２番２号

株式会社飯田産業

代表取締役 築地

重彦

61番37

61番38

61番39

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

玉堤一丁目

2363番１

2363番３

2363番４

2363番５

2363番６

2363番７

2363番８

2363番９

2363番10

2363番11

2363番12

2363番13

2363番14

2363番15

2363番16

東京都千代田区

丸の内二丁目４番１

号

株式会社オープンハ

ウス・ディベロップ

メント

代表取締役 福岡

良介
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で

５ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第49号

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第16条において準用す

る同条例第14条第１項の規定により、地区

街づくり計画の変更の案を次のとおり公告

するとともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更の案に係る区域内の地区

住民等は、縦覧期間満了の日までに、本地

区街づくり計画の変更の案に対する意見を

区長に対し、文書により提出することがで

きる。

令和４年６月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区街づくり計画の名称

世田谷西部地域上祖師谷・給田地

区地区街づくり計画

２ 地区街づくり計画を変更する土地の

位置及び区域

世田谷区上祖師谷二丁目、上祖師

谷五丁目、上祖師谷六丁目、上祖師

谷七丁目、給田一丁目、給田二丁目

及び給田三丁目各地内

３ 地区街づくり計画の変更の案の縦覧

場所

世田谷区世田谷総合支所、世田谷

区北沢総合支所、世田谷区玉川総合

支所、世田谷区砧総合支所及び世田

谷区烏山総合支所街づくり課並びに

世田谷区都市整備政策部都市計画課

４ 縦覧期間及び意見書の提出期間

令和４年６月９日から同月23日ま

で

５ 意見書の提出先

世田谷区烏山総合支所街づくり課

◎世田谷区公告第50号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年６月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第51号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年６月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第52号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年６月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第53号

国土調査法（昭和26年法律第180号）第

６条の４第１項の規定に基づき地籍調査を

次のとおり実施するので、同法第７条の規

定により公告する。

令和４年６月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業計画が定められた年月日

令和４年４月１日

２ 調査を実施する者の名称

世田谷区

３ 調査地域

令和４年７月20日 （第736号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

喜多見五丁目

3006番３

3007番２

3007番３の一部

東京都西東京市

東伏見三丁目６番19

号

タクトホーム株式会

社

代表取締役 小寺

一裕

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

千歳台二丁目

692番１

692番３の一部

東京都杉並区

阿佐谷南三丁目35番

21号

株式会社細田工務店

代表取締役 野村

孝一郎

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

大蔵三丁目

97番１

97番16

97番20

97番21

97番22

97番23

97番24

97番25

101番１

101番９

101番10

101番11

101番12

101番13

101番14

101番15

101番16

102番７

102番９

102番９先無番

の一部

102番10

103番１

103番３

103番６

103番７

103番７先無番

の一部

103番８

103番８先無番

の一部

103番９

103番10

104番１

104番６

104番17

104番18

104番19

104番20

105番10

105番12

105番13

東京都渋谷区

神宮前五丁目53番67

号

東京都住宅供給公社

理事長 中井 敬三

110番32

110番33

111番８

111番９

111番10

113番５

113番６

113番７

114番２

114番３

5000番21

5000番22

5000番23

5000番54

5000番55

5000番56

5000番56先無番

の一部

5000番57

5000番58

5000番59

5000番60

5000番61

5000番62

5000番63

5000番65

5000番66

5000番68

5000番69

5000番70

5000番72

5000番73

5000番74

5000番75

5000番76

5000番77

5000番78

5000番79

5000番80

5000番81

5000番82

5000番83

5000番84

5000番87

5000番89

5000番90

5000番93

5000番96

5000番97

5000番98

5000番99

5000番100
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世田谷区喜多見五丁目の一部

世田谷区若林一丁目の一部

世田谷区赤堤二丁目の一部

４ 調査面積

0.13平方キロメートル

５ 調査内容

地籍調査

６ 調査期間

令和４年６月27日から令和５年３

月10日まで

◎世田谷区公告第54号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年６月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第55号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年６月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第56号

情報公開制度の実施状況の公表につ

いて

世田谷区情報公開条例（平成13年３月世

田谷区条例第６号）第28条の規定により、

令和３年度の情報公開制度の実施状況を次

のとおり公表する。

令和４年６月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

２ 開示決定等の期間延長の状況

30日までの延長

区 長 23件

教 育 委 員 会 ６件

選挙管理委員会 ０件

監 査 委 員 ０件

農 業 委 員 会 １件

議 会 ０件

計 30件

30日を超える延長

区 長 ６件

教 育 委 員 会 ２件

選挙管理委員会 ０件

監 査 委 員 ０件

農 業 委 員 会 ０件

議 会 ０件

計 ８件

３ その他

不服申立て件数 ２件

◎世田谷区公告第57号

個人情報保護制度の実施状況の公表

について

世田谷区個人情報保護条例（平成４年３

月世田谷区条例第２号）第48条の規定によ

り、令和３年度の個人情報保護制度の実施

状況を次のとおり公表する。

令和４年６月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 個人情報を取り扱う業務の登録及び

処理の委託並びに個人情報の目的外利

用及び外部提供の状況

業務登録件数 259件

外部委託件数 711件

目的外利用件数 495件

外部提供件数 555件

２ 新たな個人情報の項目の電子計算機

への記録の状況

システム開発等に伴う新たな記録

３件

既存システムへの記録項目の追加

０件

３ 保有個人情報の開示、訂正及び利用中止の請求の状況

保有個人情報の開示請求の状況及び保有個人情報の開示又は非開示等の決定の

状況

開示請求に対する決定期間延長の

件数

ア 30日までの延長 20件

イ 30日を超える延長 15件

訂正請求件数 ０件

利用中止請求件数 ０件

４ その他

不服申立て件数 ８件

令和４年７月20日 （第736号）

― 36―

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

北沢一丁目

487番６の一部

505番１

506番の一部

東京都品川区

西品川一丁目１番１

号大崎ガーデンタワー

12階

株式会社デュアルタッ

プ

代表取締役 臼井

貴弘

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

上用賀六丁目

93番１

93番６

93番10

94番１

94番２

大阪市北区

大淀中一丁目１番88

号

積水ハウス株式会社

代表取締役 仲井

嘉浩

１ 行政情報の開示請求の状況及び行政情報の開示又は非開示等の決定の状況

処 理 状 況

区 長 332 175 118 20 2 14 4 19

教 育 委 員 会 35 5 15 9 3 6 0 6

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0

農 業 委 員 会 1 0 1 0 0 0 0 0

議 会 0 0 0 0 0 0 0 0

計 368 180 134 29 5 20 4 25

処 理 状 況

区 長 133 17 98 14 5 8 1 4

教 育 委 員 会 9 3 0 4 0 0 4 2

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0

農 業 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0

議 会 0 0 0 0 0 0 0 0

計 142 20 98 18 5 8 5 6
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世田谷区情報公開・個人情報保護

審議会への諮問件数

ア 収集禁止事項の収集 ０件

イ 本人外からの収集 ２件

ウ 外部委託 36件

エ 目的外利用 ２件

オ 外部提供 ３件

カ 電子計算機への記録 ３件

キ 回線結合 30件

ク その他 ４件

告 示（選）

◎世田谷区選挙管理委員会告示第５号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

28条の規定により本区の選挙人名簿から抹

消した者のうち、同条第４号の規定に該当

するものを別紙のとおり告示する。

令和４年６月１日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示第６号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74

条第１項、第75条第１項、第76条第１項、

第80条第１項、第81条第１項及び第86条第

１項、市町村の合併の特例に関する法律

（平成16年法律第59号）第４条第１項及び

第11項並びに第５条第１項及び第15項並び

に地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和31年法律第162号）第８条第１項

の規定における令和４年６月１日調製の選

挙人名簿登録者総数の50分の１の数、６分

の１の数及び40万を超える数に６分の１を

乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得

た数とを合算して得た数は次のとおりであ

る。

令和４年６月１日

世田谷区選挙管理委員会

50分の１の数 15,431

６分の１の数 128,591

40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数 195,258

◎世田谷区選挙管理委員会告示第７号

選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の

抄本の閲覧状況について、公職選挙法（昭

和25年法律第100号）第28条の４第７項

（第30条の12において準用する場合を含む。）

の規定に基づき、別紙のとおり公表する。

令和４年６月１日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示８号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

144条の２第１項の規定により、令和４年

７月10日執行の参議院（東京都選出）議員

選挙におけるポスター掲示場を、別紙令和

４年７月10日執行参議院（東京都選出）議

員選挙ポスター掲示場設置場所一覧表のと

おり設置する。

令和４年６月20日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示第９号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

28条の規定により本区の選挙人名簿から抹

消した者のうち、同条第４号の規定に該当

するものを別紙のとおり告示する。

令和４年６月21日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示第10号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74

条第１項、第75条第１項、第76条第１項、

第80条第１項、第81条第１項及び第86条第

１項、市町村の合併の特例に関する法律

（平成16年法律第59号）第４条第１項及び

第11項並びに第５条第１項及び第15項並び

に地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和31年法律第162号）第８条第１項

の規定における令和４年６月21日調製の選

挙人名簿登録者総数の50分の１の数、６分

の１の数及び40万を超える数に６分の１を

乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得

た数とを合算して得た数は次のとおりであ

る。

令和４年６月21日

世田谷区選挙管理委員会

50分の１の数 15,452

６分の１の数 128,767

40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数 195,434

◎世田谷区選挙管理委員会告示第11号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

39条の規定により、令和４年７月10日執行

の参議院議員選挙における各投票区の投票

所を別紙一覧のとおり定める。

令和４年６月22日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示第12号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

48条の２第６項により準用される第39条及

び第40条第１項但書の規定により、令和４

年７月10日執行の参議院議員選挙における

期日前投票所を、別紙一覧のとおり定める。

令和４年６月22日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示第13号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

49条の２第４項の規定により読み替えて適

用される第48条の２第１項の規定により、

令和４年７月10日執行の参議院議員選挙に

おける在外選挙人名簿に登録されている選

挙人に係る期日前投票所を別紙一覧のとお

り定める。

令和４年６月22日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示第14号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

37条第２項及び公職選挙法施行令（昭和25

年政令第89号）第24条第１項の規定により、

令和４年７月10日執行の参議院議員選挙に

おける投票管理者及び同職務代理者を別紙

一覧のとおり選任した。

令和４年６月22日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示第15号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

37条第２項及び公職選挙法施行令（昭和25

年政令第89号）第24条第１項の規定により、

令和４年７月10日執行の参議院議員選挙に

おける期日前投票所の投票管理者及び同職

務代理者を別紙一覧のとおり選任した。

令和４年６月22日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示第16号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

64条の規定により、令和４年７月10日執行

の参議院議員選挙における世田谷区開票区

の開票の場所及び日時を、次のとおり告示

する。

令和４年６月22日

世田谷区選挙管理委員会

１ 開票場所 世田谷区立総合運動場体

育館

世田谷区大蔵四丁目６番

１号

２ 開票日時 令和４年７月10日 午後

９時

◎世田谷区選挙管理委員会告示第17号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

61条第２項及び公職選挙法施行令（昭和25

年政令第89号）第67条第１項の規定により、

令和４年７月10日執行の参議院議員選挙に

おける世田谷区開票区の開票管理者及び同

職務代理者を、次のとおり選任した。

令和４年６月22日

世田谷区選挙管理委員会

以下省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示第18号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

62条第６項の規定により、令和４年７月10

日執行の参議院（東京都選出）議員選挙及

び参議院（比例代表選出）議員選挙におけ

る世田谷区開票区の開票立会人のくじを行

う場所及び日時を、次のとおり告示する。

令和４年６月22日

世田谷区選挙管理委員会

１ 場所 世田谷区選挙管理委員会室

世田谷区世田谷四丁目21番27

号 世田谷区役所第一庁舎５

階

２ 日時 令和４年７月７日 午後５時

30分開始

◎世田谷区選挙管理委員会告示第19号

令和４年６月22日世田谷区選挙管理委員

会告示第14号にて告示した投票管理者の一

部を次のとおり変更した。

令和４年７月20日 （第736号）
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令和４年６月23日

世田谷区選挙管理委員会

以下省略

告 示（農）

◎世田谷区農業委員会告示第６号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第23回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。

令和４年６月22日

世田谷区農業委員会会長

宍 戸 幸 男

１ 開催日時 令和４年６月28日（火）

午後３時00分

２ 開催場所 三軒茶屋分庁舎５階会議

室

３ 審議事項

第１号議案 農地法に基づく許可

申請について

第２号議案 農地法に基づく転用

届出について

第３号議案 その他の事項につい

て

告 示（監）

◎世田谷区監査委員告示第５号

令和３年度財政援助団体等監査の結果に

基づき講じた措置について、世田谷区長

から通知があったので、地方自治法第199

条第14項の規定により次のとおり公表す

る。

令和４年６月15日

世田谷区監査委員 田 中 文 子

同 中 根 秀 樹

同 上 島 義 盛

同 河 村 みどり

令和４年７月20日 （第736号）
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